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説三ム
ロ冊

第
一
節
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
展
開

第
一
款
臼
O
富
国
間
四
回
以
前

第
二
款

ω
a
g加
工
の
衝
撃

第
三
款
印
。
-
B窓
口
へ
の
道

第
四
款
∞
。
】
静
岡
戸
加
四
国
に
よ
る
継
承
と
修
正

第
五
款
∞
o-B開
四
回
以
降

第
六
款
マ
!
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決

第
七
款
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
基
本
権
保
護

第
二
節
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
学
説
の
展
開

終
章
国
法
体
系
に
お
け
る
条
約
の
分
類
と
憲
法
の
対
応
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(
以
上
本
号
)

第
二
章

ド
イ
ツ
基
本
法
と

E
C
法
の
優
位

欧
州
裁
判
所
や
一
部
の
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る

E
C法
の
絶
対
的
優
位
論
、
お
よ
び
「
超
国
家
法
」
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
の

一
般
的
理
論
に
よ
っ
て
は
、
国
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
に
つ
い
て
の
十
分
な
解
決
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
他

方
、
共
同
体
機
能
確
保
の
要
請
に
基
づ
い
て
国
内
法
に
対
す
る
優
位
を
要
求
す
る

E
C法
と
の
関
係
に
お
い
て
、
必
然
的
に
は
、
す
べ
て
の

憲
法
規
定
が
限
界
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
お
よ
び
通
説
と
も

に
一
致
が
見
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
国
法
体
系
の
外
部
に
お
い
て
定
立
さ
れ
る

E
C法
に
対
し
て
い
か
な
る
程
ー

い
か
な
る
制
限
を
設
定
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

度
で
国
法
秩
序
の
開
放
を
許
容
し
て
い
る
の
か
、



第

節

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
展
開

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
本
来
は
国
家
の
高
権
が
排
他
的
に
行
使
さ
れ
る
は
ず
の
領
域
を
国
際
機
構

に
よ
る
高
権
の
行
使
に
対
し
て
開
放
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
(
こ
こ
に
い
う
「
高
権
」
と
は
、
個
別
的
な
国
家
権
力
と
し
て
の
主
権
的

権
利
で
あ
り
、
「
高
権
の
行
使
」
は
公
権
力
の
行
使
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
)
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C
法
の
無
制
限
の
優

位
を
認
め
て
は
い
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
基
本
法
全
体
の
文
脈
の
中
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憲
法
上
、

的
制
約
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
的
に
こ
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。

一
定
の
内
在

第
一
款

rgロ
加
工
以
前

国法体系における憲法と条約 (3) 

一
九
六
七
年
釘
貯

E
C
の
設
立
以
降
の
は
じ
め
の
約
二

0
年
間
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C
法
に
は
ド
イ
ツ
法
に
対
す
る
優
位
が
容
認
さ
れ

(
2
)
 

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
国
内
裁
判
所
は
そ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
た
。

一
九
六
七
年
一

O
月
一
八
日
の
決
定
は
、

E
C
の
規
則
が
基
本
法
の
保
障
す
る
職
業
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
て
提
起
さ
れ
た
憲
法
異
議

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C
の
法
的
行
為
は
、
固
有
の
裁
判
権
の
下
に
置
か
れ
た
、
特
別
の
、
構
成
田
の
国
家

(3) 

権
力
か
ら
は
独
立
し
た
公
権
力
の
行
為
で
あ
る
と
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
九
O
条
に
定
め
る
「
ド
イ
ツ
の
公
権
力
に
よ
る
行
為
」
に
該

当
し
な
い
か
ら
憲
法
異
議
は
許
容
さ
れ
な
い
、
と
し
て
訴
え
を
退
け
た
。
本
決
定
に
お
い
て
は
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判

北法51(3・1ll)977



説

所
の
下
に
許
容
さ
れ
て
係
属
し
て
い
る
枠
内
で
、
基
本
法
の
基
本
権
規
範
を
基
準
と
し
て

E
C法
を
審
査
し
う
る
か
否
か
、
お
よ
び
い
か
な

る
範
囲
で
審
査
し
う
る
か
」
と
い
う
問
題
の
判
断
は
、
「
E
C
の
機
関
の
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
基
本
権
秩
序
へ
の
拘
束
に
つ
い
て
論
及

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
お
よ
び
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
は

l
l
換
言
す
れ
ば

l
l
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
は
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
高
権
移
譲
に
際
し
て

E
C
機
関
を
そ
の
よ
う
な
拘
束
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否

(4) 

か
、
お
よ
び
ど
の
程
度
ま
で
解
放
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
先
決
問
題
の
判
断
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ

きム
伺岡

た
の
み
で
、
基
本
法
と

E
C法
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
決
は
先
送
り
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
七
一
年
決
定

(5) 

E
C
法
の
優
位
性
の
実
質
的
な
理
由
づ
け
は
、
そ
の
四
年
後
に
与
え
ら
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
七
一
年
六
月
九
日
決
定
に
よ
れ

ば
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
高
権
を
国
際
機
構
に
移
譲
す
る
権
限
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
囲
内
法
に
対
し
て
優
位
す
る
国
際
機
構

の
法
が
国
法
体
系
に
お
い
て
直
接
適
用
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
の
要
請
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
E
C
条
約
の
批
准
に
よ
っ
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
の
合
致
に
お
い
て
、
国
内
法
秩
序
の
内
部
で
作
用
し
、
か
つ
ド
イ
ツ
の
裁

(
6
)
 

判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
う
る
、

E
C
の
独
自
の
法
秩
序
が
成
立
し
て
い
る
(
参
照
、
回
〈
由
民
。
伺
M
M
-
M
3

ロ
ま
]
)
:
:
:
。
」

「
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
適
切
な
解
釈
の
下
で
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
が
一
般
に
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

な
く
、
こ
こ
で
の
欧
州
裁
判
所
の
判
決
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
機
関
の
高
権
的
行
為
が
、
本
来
は
排
他
的
で
あ
る
高
権
保
持
者
に
よ
っ
て

北法51(3・112)978 



(
7
)
 

承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
ま
た
意
味
し
て
い
る
o
」

「
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
確
か
に
自
立
的
で
国
外
的
な
高
権
的
権
力
に
分
類
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
欧
州
裁
判
所

に
よ
る
そ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
国
内
空
間
に
お
い
て
直
接
的
な
効
力
を
発
揮
し
、
か
つ
対
立
す
る
囲
内
法
を
覆
し
て
無
効
と
し
、
そ
し
て

(
8
)
 

排
除
す
る
よ
う
な
法
規
定
を
も
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
9
)
 

こ
の
判
示
は

E
C法
の
絶
対
的
優
位
論
を
受
け
容
れ
て
い
る
か
に
も
見
え
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
後
の
判
断
に
お
い
て
、
基
本
法

第
二
四
条
第
一
項
は

E
C法
の
絶
対
的
優
位
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く

E
C法
に
対
し
て
国
法
体
系
に
お
け
る
「
適
用
上
の
優
位
」
を

可
能
に
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
二
款

∞
o-gmmH
の
衝
撃

国法体系における憲法と条約 (3) 

E
C法
と
基
本
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
も
っ
と
も
重
要
な
判
断
の
一
つ
は
、

E
A
U
J
 

決
定
で
あ
る
。
こ
こ
に

E
C法
と
基
本
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
激
し
い
論
争
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
の

F
-
g
m
z

事
案
の
概
要

本
件
は
、
ド
イ
ツ
の
貿
易
会
社
が
、

て
出
訴
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て

E
C条
約
第
二
三
四
条
(
旧
第
一
七
七
条
)
に
定
め
る
手
続

E
C
法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
輸
入
担
保
金
没
収
の
決
定
に
よ
っ
て
基
本
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
し

北法51(3・113)979



説

(
日
)

に
基
づ
い
て
欧
州
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た
本
件
は
、
欧
州
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
「
国
際
商
事
会
社
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
。
欧
州
裁
判
所
の

判
断
は
、

E
C法
の
性
質
の
ゆ
え
に
国
内
法
は

E
C法
に
優
位
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政

裁
判
所
は
、
こ
の
欧
州
裁
判
所
の
判
断
に
納
得
し
な
か
っ
た
。
同
行
政
裁
判
所
は
、
当
該
E
C
法
は
個
人
の
経
済
的
自
由
を
侵
害
し
て
お
り
、

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
基
本
法
第
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
行
政
裁
判

~:ð. 
H岡

所
は
、
基
本
法
第
一

O
O
条
第
一
項
に
よ
る
具
体
的
規
範
統
制
の
手
続
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁
判
所
か
ら
の
移
送
の
適
法
性
、
つ
ま
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

E
C法
に
つ
い

て
審
査
権
を
有
す
る
か
吾
か
を
判
断
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
け
る
問
題
を
、
基
本
法
の
基
本
権
保
障
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
行
政
機
関
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
二

次
的
E
C法
の
規
定
の
関
係
に
限
定
し
、

E
C
の
設
立
条
約
す
な
わ
ち
一
次
的

E
C法
と
基
本
法
の
関
係
や
、
基
本
権
以
外
の
基
本
法
規
定

と

E
C法
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
当
法
廷
は
|
|
こ
の
点
で
は
欧
州
裁
判
所
の
判
例
と
一
致
し
て
|
|
、

E
C法
は
、
国
法
秩
序
の
構
成
部
分
で
も
国
際
法
で
も
な
く
、

(ロ)

自
立
的
な
法
源
か
ら
流
れ
出
て
い
る
独
自
の
法
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
、
と
い
う
従
来
の
判
例
を
維
持
す
る
。
」

「
欧
州
裁
判
所
は
、

E
C
法
の
規
定
が
基
本
法
と
両
立
し
う
る
か
否
か
を
拘
束
力
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
も
、
二
次
的

E
C法
の
規
定
が
一
次
的

E
C法
と
両
立
し
う
る
か
否
か
、
ま
た
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
両
立
し
う
る
か
を
拘
束

北法51(3・114)980



力
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
法
秩
序
が
内
容
的
に
相
互
に
衝
突
す
る
に
至
ら
な
い
限
り
に
お
い
て

は
、
い
か
な
る
困
難
へ
も
導
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

E
C
の
設
立
に
よ
っ
て

E
C
と
そ
の
構
成
田
と
の
聞
に
、
権
限
を
有
す
る
機
関
に
つ

い
て
、
と
り
わ
け
、
法
の
統
制
の
責
に
任
じ
ら
れ
た
二
つ
の
裁
判
所

l
l
欧
州
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
ー
ー
に
つ
い
て
発
生

し
た
特
別
な
関
係
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
裁
判
に
お
け
る
こ
つ
の
法
秩
序
の
整
合
の
た
め
に
努
力
す
る
義
務
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
成
功
し
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
、
一
般
に
、
上
述
し
た
こ
つ
の
法
秩
序
の
聞
の
基
本
的
な
関
係
か
ら
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
を

要
求
す
る
よ
う
な
衝
突
が
発
生
し
う
る
。

こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
さ
も
な
け
れ
ば

E
C
が
疑
問
を
抱
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

E
C法
は
常
に
囲
内
憲
法
に
対
し
て
貫
徹
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
単
に
国
内
憲
法
に
対
す
る

E
C
法
の
「
優
位
』
を
語
る
こ
と
で
は
十
分
で

(
日
)

は
な
い
。
」

国法体系における憲法と条約 (3) 

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
の
優
位
性
を
原
則
と
し
て
承
認
し
つ
つ
も
、

E
C法
自
体
か
ら
導
か
れ
る
共
同
体
機
能
確

保
の
要
請
に
基
づ
い
て
直
ち
に
基
本
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
の
貫
徹
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、

E
C法

に
内
在
す
る
優
位
要
求
が
国
法
体
系
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項

の
解
釈
と
し
て
判
断
を
示
し
て
い
る
。

「
基
本
法
第
二
四
条
は
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
字
義
通
り
に
は
捉
え
ら
れ
え
な
い
。
基
本
法
第
二

四
条
は
、
基
本
的
性
質
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
憲
法
規
定
と
同
様
に
、
憲
法
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

つ
ま
り
、
基
本
法
第
二
四
条
は
、
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
依
拠
す
る
憲
法
の
基
本
構
造
を
、
憲
法
改
正
な
し
に
、
す
な
わ

t
、a
o

手打
0

・ν

北法51(3・115)981
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ち
国
際
機
構
の
立
法
に
よ
っ
て
、
変
更
す
る
と
い
う
道
を
聞
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
権
限
を
有
す
る

E
C
機
関
は
、
権
限

を
有
す
る
ド
イ
ツ
憲
法
機
関
が
基
本
法
の
法
に
よ
っ
て
定
立
し
え
な
い
法
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
そ
の
法
は
、
ド
イ
ツ
連

号b.
n冊

邦
共
和
国
に
お
い
て
直
接
に
妥
当
し
、
か
つ
直
接
に
適
用
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
基
本
法
第
二
四
条
は
、
こ
の
可
能
性
を
、
連
邦
共
和
国

の
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
構
造
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
廃
棄
す
る
よ
う
な

条
約
改
正
は
基
本
法
第
二
四
条
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
制
限
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
様
の
こ
と
は
、
現
行
の
条
約
に
対

応
す
る
解
釈
に
基
づ
い
て
定
立
さ
れ
、
か
っ
、
条
約
と
同
様
の
方
法
に
お
い
て
、
基
本
法
に
と
っ
て
本
質
的
な
構
造
に
関
わ
り
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
二
次
的
E
C法
の
規
定
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
基
本
法
第
二
四
条
は
、
本
来
は
高
権
を
移
譲
す
る
権
限
を
付
与
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
基
本
法
の
効
力
領
域
に
お
け
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
排
他
的
な
支
配
要
求
が
撤
回
さ
れ
、
か
っ
、
国
家
の
支
配
領

域
内
部
に
お
い
て
他
の
源
泉
か
ら
の
法
の
直
接
的
な
効
力
お
よ
び
適
用
可
能
性
に
余
地
を
残
す
程
度
に
、
国
法
秩
序
を
(
定
め
ら
れ
た
制

(
は
)

限
の
範
囲
内
に
お
い
て
)
開
放
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
に
内
在
す
る
優
位
要
求
を
受
け
容
れ
て
国
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
を
許
容
な
い
し
は
承

認
す
る
基
本
法
の
構
造
と
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
解
釈
を
展
開
す
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
、
国
際
機
構
に
対
す
る
高

権
の
譲
渡
で
は
な
く
、
国
際
機
構
の
高
権
に
対
す
る
国
法
秩
序
の
開
放
を
定
め
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

E
C法
に
内
在
す
る
優
位

要
求
が
国
法
体
系
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る

E
C法
優
位
の
許
容
な
い
し
承
認

に
も
、
憲
法
全
体
か
ら
理
解
さ
れ
る
限
界
が
存
在
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
限
界
を
、
「
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の

保
護
と
い
う
形
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
保
護
と
い
う
考
え
方
は
、
以
後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
断

に
も
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

北法51(3・116)982



「
基
本
法
の
憲
法
的
構
造
に
属
す
る
、
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
の
本
質
的
要
素
は
、
基
本
法
の
基

本
権
部
分
で
あ
る
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
留
保
な
し
に
は
許
容
し
て
い
な
い
。

そ
の
際
、

E
C
の
統
合
の
現
況
は
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

E
C
は
、
直
接
に
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
、
普
通
選
挙
に
由
来
す
る
立
法

権
限
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
立
法
に
つ
い
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た

E
C機
関
が
政
治
的
に
完
全
に
責
任
を
負
う
対
象
と
し
て
の
、
議
会
を

な
お
欠
い
て
い
る
。
ま
た
、

E
C
は
、
と
り
わ
け
、
法
典
化
さ
れ
た
基
本
権
章
典
を
な
お
欠
い
て
い
る
。
こ
の
基
本
権
章
典
と
は
、
そ
の

内
容
が
基
本
法
の
内
容
と
同
様
に
確
実
に
か
つ
将
来
に
わ
た
っ
て
暖
昧
で
は
な
く
確
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
が
生
じ

た
と
き
に
、

E
C
に
お
い
て
一
般
的
に
拘
束
力
を
有
す
る

E
C法
の
基
本
権
水
準
が
、
基
本
法
第
二
四
条
が
設
定
す
る
一
定
の
制
限
が
越

え
ら
れ
て
い
な
い
程
度
に
お
い
て
、
可
能
な
修
正
は
別
と
し
て
、
長
期
的
に
見
て
基
本
法
の
基
本
権
水
準
に
相
当
す
る
か
否
か
の
比
較
お

よ
び
判
断
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
従
来
の
基
本
権
に
調
和
的
な
欧
州
裁
判
所
の
判
例
の
み
に
よ
っ
て
は
保

障
さ
れ
な
い
、
こ
の
法
的
確
実
性
が
、

E
C
の
さ
ら
な
る
統
合
の
過
程
に
お
い
て
達
成
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
基
本
法
第
二
四
条
か

国法体系における憲法と条約 (3) 

ら
導
き
出
さ
れ
る
留
保
が
適
用
さ
れ
る
。
:
:
:
。

そ
れ
ゆ
え
、
当
分
の
問
、

E
C法
の
圏
内
憲
法
の
一
部
と
の
、
ま
た
は
よ
り
正
確
に
は
基
本
法
の
基
本
権
保
障
と
の
抵
触
の
想
定
さ
れ

い
ず
れ
の
法
が
優
位
す
る
か
と
い
う
問
題
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
法
が
他
方
を
排
除
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず

る
事
例
に
お
い
て
は
、

る
。
こ
の
規
範
衝
突
に
お
い
て
は
、
権
限
を
有
す
る

E
C
の
機
関
が
条
約
機
構
に
適
合
的
に
規
範
衝
突
を
除
去
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、

(
日
)

基
本
法
の
基
本
権
の
保
障
が
貫
徹
さ
れ
る
。
」

北法51(3・117)983

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
基
本
法
の
基
本
権
部
分
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
留
保
な
し
に
は

許
容
し
て
い
な
い
、
と
し
た
。
そ
こ
に
、
「
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
内
容
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

E
C
法
に
は
議



説

会
に
よ
っ
て
法
典
化
さ
れ
た
基
本
権
章
典
が
存
在
せ
ず
、
欧
州
裁
判
所
が
基
本
権
を
尊
重
す
る
判
例
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
基

本
権
章
典
に
代
わ
り
う
る
法
的
確
実
性
を
有
し
て
い
な
い
と
し
て
、
基
本
法
の
基
本
権
保
障
を
貫
徹
す
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
法
と

E
C法
と
の
聞
の
関
係
か
ら
、
欧
州
裁
判
所
の
権
限
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
に
関
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
帰

北法51(3・118)984

三企L
日間

結
さ
れ
る
。

「
欧
州
裁
判
所
は
、
条
約
の
権
限
規
則
に
従
っ
て
、

E
C
法
の
規
範
(
欧
州
裁
判
所
の
見
解
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
不
文
の

E
C
法
規

範
を
含
む
)
の
法
的
効
力
お
よ
び
そ
の
解
釈
に
関
し
て
判
断
す
る
権
限
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
(
ま
た
は
他

の
構
成
田
)
の
国
内
法
に
付
随
し
て
生
じ
る
問
題
を
、
欧
州
裁
判
所
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
当
該
国
家
に
つ
い
て
の
拘
束
力
を
も
っ

(
凶
)

て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
の
規
定
の
有
効
ま
た
は
無
効
に
関
し
て
は
、
決
し
て
判
断
し
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
の

基
本
権
規
定
と
抵
触
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
官
庁
ま
た
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
は

(
口
)

な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
ま
で
し
か
で
き
な
い
。
」

「
基
本
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
基
本
権
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
た
権
限
の

枠
内
に
お
い
て
、
専
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
み
が
そ
の
責
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
憲
法
上
の
責
務
を
、
い
か
な
る
他
の
裁
判
所
も
、

(
凶
)

連
邦
憲
法
裁
判
所
か
ら
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
E
C
の
統
合
プ
ロ
セ
ス
が
、
議
会
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
、
か
つ
効
力
を
も
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
、
基
本
法
の
基
本
権
章
典
に
相
当
す
る

基
本
権
章
典
を
も

E
C
法
が
含
む
ま
で
に
進
展
し
な
い
限
り
は

(ωo-g柄
。
)
、
条
約
第
一
七
七
条
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
欧
州
裁
判
所
の

判
断
の
請
求
の
後
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
裁
判
所
が
具
体
的
規
範
統
制
手
続
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
て
移
送
す
る
こ
と



は
、
当
該
裁
判
所
に
と
っ
て
判
断
に
重
要
な
関
わ
り
を
有
す
る

E
C法
の
規
定
が
欧
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
解
釈
に
お
い
て
は

基
本
法
の
基
本
権
の
一
つ
と
抵
触
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
適
用
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
場
合

(
円
)

に
は
、
許
容
さ
れ
、
か
つ
必
要
で
あ
る
己

こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
一
不
の
文
言
に
因
ん
で
、
本
決
定
は
、

別
す
る
た
め
に
ぎ
-
言
明
己
決
定
)
と
呼
ば
れ
る
。

一
般
に
、

ω
o
-
B開
。
決
定
(
現
在
で
は
、
後
の

ω。E
M
m
m
ロ
決
定
と
区

こ
の
よ
う
に
判
示
し
た
う
え
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

E
C法
に
つ
い
て
、
基
本
法
第
二
条
第
一
項
お
よ
び
第
一
二

条
と
の
適
合
性
を
審
査
し
、
両
者
の
聞
に
は
何
ら
の
衝
突
も
存
在
し
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
本
件
に
お
い
て
、

E
C法
と
基
本
法
の

抵
触
は
存
在
し
な
い
と
の
判
断
に
つ
い
て
は
裁
判
官
全
員
一
致
で
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る

E
C
法
の
審
査
可
能
性
に
関
し
て
は
、

三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
少
数
意
見
が
示
さ
れ
た
。

国法体系における憲法と条約 (3) 

少
数
意
見
は
、
基
本
法
の
基
本
権
に
よ
る

E
C法
の
優
位
性
に
対
す
る
限
界
設
定
に
つ
い
て
、

E
C法
の
優
位
性
は
基
本
権
の
核
心
的
存

在
の
保
護
も
ま
た
含
ま
れ
る
「
基
本
法
の
基
本
的
か
っ
不
可
欠
の
原
理
」
と
い
う
局
限
さ
れ
た
限
界
に
の
み
従
わ
さ
れ
る
と
し
て
、
以
下
の

よ
う
に
判
示
し
た
。

「
確
か
に
、
国
内
法
の
規
定
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
は
基
本
法
が

E
C機
関
へ
の
高
権
移
譲
を
許
容
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
有

効
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
さ
ら
に
、
基
本
法
第
一
ム
四
条
第
一
項
は
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
を
制
限
な
し
に
は
許
容
し

て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
正
し
い
。
す
べ
て
の
憲
法
規
定
と
同
様
に
、
こ
の
規
定
も
、
基
本
法
の
基
本
的
な
原
則
お
よ
び
基
本
法
の
価

(
参
照
、
∞
〈
由
民
。
開
凶
0
・
-
[
目
。
]
)
。
そ
の
際
、
一
方
で
は
、
基
本
法
前
文
に

値
秩
序
と
調
和
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

北法51(3・119)985



説

お
け
る
統
合
さ
れ
た
欧
州
へ
の
言
及
が
、
他
方
で
は
、
多
く
の
憲
法
規
定
の
中
に
そ
の
表
現
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
自
由
で
民
主
的
な

秩
序
の
確
保
の
た
め
の
特
別
の
配
慮
が
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
の
全
体
的
関
連
か
ら
の
基
本
法
第
二
四
条
第
一

項
の
解
釈
は
、
特
定
の
領
域
に
お
け
る
高
権
的
権
力
の
行
使
の
断
念
、
お
よ
び
超
国
家
共
同
体
の
機
関
に
よ
る
高
権
的
権
力
の
行
使
の
容

認
は
、
超
国
家
E
C
の
公
権
力
が
そ
の
法
秩
序
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
囲
内
法
の
領
域
に
つ
い
て
基
本
法
の
基
本
的
か
っ
不
可
欠
の
原
理
か

ら
判
明
す
る
の
と
同
様
の
拘
束
の
下
に
あ
る
場
合
に
|
|
そ
し
て
そ
の
場
合
に
の
み
|
|
許
容
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

(
初
)

に
す
る
。
こ
の
基
本
法
の
基
本
的
か
つ
不
可
欠
の
原
理
に
は
、
と
り
わ
け
、
基
本
権
の
核
心
的
存
在
の
保
護
が
属
す
る
。
」

号ι
h岡

そ
の
う
え
で
、

E
C
は
基
本
権
の
核
心
的
存
在
の
保
護
を
充
足
し
て
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
送
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

学
説
に
お
け
る
評
価

(
幻
)

こ
の
よ
う
な

rzaz決
定
は
、
賛
同
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
E
C
法
の
絶
対
的
優
位
論
の
立
場
か
ら
の
激
し
い
批
判
を
浴
び
た
。
な

か
で
も
、
次
の
二
点
に
批
判
が
集
ま
っ
た
。

第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
の
基
本
権
規
定
を
基
準
と
す
る

E
C法
の
違
憲
審
査
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

が
二
次
的
E
C法
に
対
す
る
基
本
法
の
基
本
権
規
定
の
優
位
を
容
認
す
る
な
ら
ば
、

E
C法
の
統
一
的
適
用
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、

E
C
条
約
第
一

O
条
(
旧
第
五
条
)
の
定
め
る
構
成
国
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批

判
に
対
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
般
的
に

E
C法
に
つ
い
て
の
審
査
権
を
肯
定
し
た
だ
け
で
構
成
田
の
条
約
上
の
義
務
に
違
反
し
た

こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
示
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
度
重
な
る
違
憲
判
断
に
よ
っ
て
共
同
体
機
能
遂
行
を
困
難
に
陥
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国法体系における憲法と条約 (3) 

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
わ
ず
か
な
例
外
的
事
例
に
お
い
て

E
C法
を
適
用
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
限
り
で
は
、

E
C
条
約
の

(
辺
)

目
的
達
成
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

E
C
に
よ
る
十
分
な
基
本
権
保
護
の
存
在
の
要
件
と
し
て
、
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
た
議
会
お
よ
び
そ
の

議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
基
本
権
章
典
を
挙
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
実
効
的
な
権
利
保
護
は
、
権
利
章
典
の
存
在
と
い
う
形
式
的
な
要
件
に

は
依
存
し
な
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
民
主
的
正
当
性
を
有
す
る
議
会
の
存
在
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
欧
州
統
合
お
よ
び
そ
れ
へ
の
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
の
参
加
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

E
C
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
な
議

会
を
有
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
許
容
し
て
い
な
い
よ
う
な
国
家
類
似
の
性
格
を

E
C
に
付
与
す
る
こ
と
に
な

る
、
と
い
う
批
判
も
な
さ
れ
る
。
確
か
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
基
本
権
章
典
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
意
は
、
欧
州
裁
判
所
に

よ
る
人
権
保
護
の
程
度
が
低
下
す
る
こ
と
へ
の
危
慎
に
起
因
す
る
、
現
段
階
の
欧
州
裁
判
所
の
判
例
の
蓄
積
で
は
満
足
さ
れ
な
い
確
実
性
の

要
求
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

E
C法
に
対
し
て
も
貫
徹
さ
れ
る
と
し
た
の
は
、
基
本
法
の
基
本
権
す

(
幻
)

べ
て
で
は
な
い
と
す
る
理
解
も
存
在
す
る
。

本
決
定
が
下
さ
れ
た
の
は
、
欧
州
裁
判
所
が
前
述
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
方
式
に
よ
っ
て

E
C
法
上
の
人
権
保
護
を
明
確
に
示
し
た

Z

。E
事

件
判
決
(
一
九
七
四
年
五
月
一
四
日
)
の
わ
ず
か
二
週
間
後
で
あ
り
、
他
方
で
、
憲
法
の
基
本
権
規
定
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
に
つ
い
て

留
保
条
件
を
付
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
が
極
度
の
基
本
権
侵
害
の
場
合
を
除
い
て
そ
の
留
保
を
原
則
と
し
て
解
除
す
る
旨
の

P
O
P
E
-
事
件
判
決
(
一
九
七
三
年
一
二
月
二
七
日
)
を
下
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

E
C
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、

(μ) 

E
C
機
関
に
よ
る
人
権
共
同
宣
言
が
な
さ
れ
る
一
因
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
人
権
共
同
宣
言
は
、
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

ωo-gmm
北法51(3・121)987 

国
決
定
に
お
い
て
重
要
な
考
慮
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。



説

第
三
款

∞
。
】
富
加
町
口
へ
の
道

論

E
C
に
お
け
る
人
権
保
護
の
道
を
模
索
し
て
い
た
欧
州
裁
判
所
に
衝
撃
を
与
え
、

E
C
法
の
絶
対
的
優
位
論
を
採
用
す
る
見
解
か
ら
の
厳

し
い
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
た

ω。
-B官
同
決
定
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
自
身
が
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
枠
組
の
適
用
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
過
渡
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ぎ
]
吉
間
四
回
決
定
の
数
年
後
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

F
E
M
m
m
H
定
式
の
適
用
の
あ

り
方
を
緩
和
す
る
姿
勢
を
見
せ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

5
n
z
a
n
Z
決
定

一
九
七
九
年
七
月
二
五
日
の
い
わ
ゆ
る
〈

E
Z
E
h
r

連
邦
憲
法
裁
判
所
が

ωo-gm何
回
定
式
の
適
用
の
緩
和
を
ほ
の
め
か
し
た
の
は
、

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
さ
巴

E
n
Z
決
定
の
傍
論
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

(
お
)

お
よ
び
そ
の
適
用
不
可
能
を
宣
言
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
と
し
た
。
二
次
的

E
C
法
に
つ
い
て
は
、
「
ー
ー
例
え
ば
、
欧
州
領
域
に
お
い
て

一
次
法
た
る
基
本
条
約
の
規
定
を
解
釈
す
る
こ
と
、

こ
の
間
に
生
じ
た
政
治
的
お
よ
び
法
的
発
展
に
鑑
み
て

|
l
二
次
的

E
C
法
の
規
範
の
将
来
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
送
に
つ

い
て
、
一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
決
定
の
原
則
が
、
今
後
も
無
制
限
の
効
力
を
要
求
し
う
る
か
否
か
、
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
ど
の
程
度

(
幻
)

に
要
求
し
う
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
、
と
し
た
。

一
般
に
、
こ
の

5m]-an宮
決
定
に
お
い
て
厳
格
な

ω
a
g
m己
決
定
の
定
式
の
緩
和
の
兆
し
が
現
れ
た
と
評
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
、
「
欧
州
領
域
に
お
い
て
こ
の
間
に
生
じ
た
政
治
的
お
よ
び
法
的
発
展
に
鑑
み
て
」
と
す
る
一
方
で
、
∞
。

-B開
己
決
定
に
お
い
て
要
求
さ

れ
た
基
本
権
章
典
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

5
0
-
E
n
E
決
定
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
留
保
な
し
に
欧
州
裁
判
所
の

北法51(3・122)988



(
お
)

判
例
へ
の
信
頼
を
表
明
し
、
構
成
国
裁
判
所
に
よ
る
継
続
的
な
監
視
を
否
定
し
た
も
の
と
解
す
る
評
価
も
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
近
い
機
会
に

ω
o
gロ
加
工
定
式
を
修
正
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、

E
C
法
の
絶
対
的
優
位
論
者
の
期
待
な
い
し
は
希
望
は
、
ま

(
m
U
)
 

だ
満
た
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
決
定
の
判
示
は
、
「
ω
。-B加
工
決
定
の
批
判
者
達
に
対
す
る
鎮
静
剤
と
考
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。

国

2
2
事
件

国法体系における憲法と条約 (3) 

一
九
八

O
年
一
月
二
二
日
の
決
定
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

z
g
E舎
行
政
裁
判
所
か
ら
具
体
的
規
範
統
制
の
手
続

で
事
案
が
移
送
さ
れ
た
。
こ
の
出

E
R
事
件
は
、
葡
萄
の
木
の
新
た
な
栽
培
を
一
定
期
間
禁
止
す
る

E
C
規
則
が
、
基
本
法
第
一
二
条
の
職

業
の
自
由
お
よ
び
第
一
四
条
の
所
有
権
の
保
障
を
侵
害
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
欧
州
裁
判
所
は
、

E
C条
約
第
二
三
四

(
初
)

条
(
旧
第
一
七
七
条
)
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
、
当
該
規
則
は
問
題
と
さ
れ
た
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
た
。
し
か

(
お
)

し
な
が
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
事
案
が
時
の
経
過
に
よ
っ
て
片
が
付
く
ま
で
傍
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
を
回
避
し
た
」
。

そ
の
後
、

明日

R
g
g
=決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
一
年
六
月
三
百
口
の

E
R
g
sニ
勤
r
に
お
い
て
、

5
0室
長
決
定
に
お
い
て
選
択
さ
れ
た
道
を
さ

(

お

)

(

鈍

)

ら
に
前
進
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。
開

E
R
g
s
-
は
、
欧
州
諸
国
間
の
航
空
交
通
管
制
の
統
一
化
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
国
際
機
構
で
あ
る
。

凹

gong胃
♀
は
、

E
C
と
の
聞
に
直
接
の
組
織
上
の
関
係
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定
で
は
、

E
C
法
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
本
決
定
は
、
後
に
検
討
す
る

ω♀
g
m
m
ロ
決
定
へ
の
布
石
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

北法51(3・123)989



説

本
決
定
の
判
示
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
が
高
権
を
移
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
国
際
機
構
は
、
ド
イ
ツ
と
同
等
の
基
本
権
保
護
体
系
を
具
備
し

論

て
い
る
必
要
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
国
際
統
合
の
能
力
を
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
の
公
権
力
に
よ
る
行
為
の
み
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
統
制
の
下
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
際
機
構
の
行
為
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
統
制

(
お
)

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
皆
同
信
間
四
回
決
定
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
確
認
し
て

い
る
。る内?

(部 X

雪京語
活極請
開の~
5ぺ、暗記
二五 lそ
』ーヲ3、
dL杢
。。庁、~、

号室話会
」の Y
I古父耳

暴力
的常
か J，!JlG

脅1に
力お
おけ
よる
びド
適イ
回ツ
:丙連
能邦
性共
に和
余困
地の
を排
残他
す的
と支
い自己
う要
方求
法を
で T飯
、回

ドし
イ
ツか
法つ
秩
序国
を家
開の
放支
し配
て領
い域

さ
ら
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
国
際
機
構
の
創
設
に
際
し
て
、
な
ら
び
に
そ
の
法
的
お
よ
び
機
構
的
発
展
に
際
し
て
、
|
|
既
に
法
治
国
原
理
の
中
に
確
立
さ
れ
て
い

る

l
l
実
効
的
権
利
保
護
の
基
本
原
理
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
高
権
移
譲
の
権
限
付
与
に
つ
い
て
憲
法
の
基
本
原
理

(
幻
)

か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
限
界
は
越
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
」

「
む
ろ
ん
、
こ
の
憲
法
規
定
は
、
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
を
制
限
な
し
に
は
許
容
し
て
い
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
あ
ら

ゆ
る
類
似
の
基
本
的
種
類
の
憲
法
規
定
と
同
様
に
、
憲
法
全
体
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
法
第

北法51(3・124)990



(
お
)

二
四
条
第
一
項
は
、
憲
法
の
基
本
構
造
を
侵
害
す
る
可
能
性
を
聞
い
て
は
い
な
い
。
」

そ
し
て
こ
の
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

ω
。-g加
工
決
定
が
示
し
た
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
定
式
の
内
容
に

関
し
て
、
表
現
に
若
干
の
変
更
を
加
え
た
。
つ
ま
り
、

r-gmoH
決
定
の
、
「
基
本
法
の
憲
法
的
構
造
に
属
す
る
、
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
の
本
質
的
要
素
は
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
、
基
本
法
第
二

四
条
第
一
項
は
、
留
保
な
し
に
は
許
容
し
て
い
な
い
」
と
い
う
部
分
を
、
次
の
よ
う
に
書
き
改
め
た
の
で
あ
る
。

「
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
憲
法
構
造
の
構
成
要
素
は
、
基
本
法
の
基
本
権
に
お
い
て
承
認
さ
れ
か
つ
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
法
原

則
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
を
留
保
な
し
に
相
対
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
は
い
な

い
(
切

5
8
E
Y
3
百
戸
空
い
&
「
」

国法体系における憲法と条約 (3) 

し
か
も
、
こ
こ
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
基
本
法
の
要
素
を
狭
く
解
し
た
と
さ
れ
る
ま

-gmZ
決
定
の

少
数
意
見
を
も
併
記
し
て
参
照
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

一
九
八
三
年
決
定

憲
法
異
議
の
予
備
審
査
手
続
に
お
け
る
一
九
八
三
年
二
月
一
四
日
市
出

rに
お
い
て
も
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第

一
項
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
限
界
お
よ
び
ド
イ
ツ
憲
法
秩
序
の
基
本
的
核
心
領
域
の
二
次
的
E
C法
に
よ
る
侵
害
を
審
査
し
う
る
、
と
い
う
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説

立
場
を
放
棄
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

50}EnE円
決
定
に
お
い
て
ほ
の
め
か
さ
れ
た
∞

o-gm何
回
定
式
の
適
用
の
緩
和
の
兆
候
が
見
出
さ
れ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

論

「
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

E
C
規
則
の
具
体
的
な
規
定
の
事
案
に
お
い
て
も
ま
た
、
異
議
提
起
者
の
申
立
:
:
:
は
ド
イ
ツ
憲
法
秩
序

(
れ
)

の
基
本
的
核
心
領
域
(
参
照
、
回
〈
町
民
。
間
当

-
S
Z
M忍
R])
に
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
認
さ
れ
え
な
い
。
」

「
こ
こ
で
は
、

E
C
規
則
の
適
用
が
基
本
法
の
基
本
権
と
両
立
し
な
い
と
し
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

E
C法
の
レ
ベ
ル
で
基
本
法

と
比
較
し
て
十
分
な
権
利
保
護
が
と
り
わ
け
欧
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
一
般
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
が
高
権
領
域
に
お
け
る
、
か
つ
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
公
権
力
に
よ
る

E
C
規
則
の
適
用
に
関
す
る
裁
判
権
を
も
は
や
要
求

(
必
)

し
て
い
な
い
か
否
か
は
、
未
決
定
で
あ
り
う
る
。
」

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
決
定
に
お
い
て
も
、

5a-nRZ
決
定
と
同
様
に

ω♀
自
明
白
間
決
定
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
基
本
格
章
典
に
は
言

及
せ
ず
、
他
方
で
、
「
基
本
法
と
比
較
し
て
十
分
な
権
利
保
護
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
款

ω♀
gmnロ
に
よ
る
継
承
と
修
正

事
案
の
概
要

E
C
規
則
に
準
拠
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
制
度
の
下
で
連
邦
食
糧
林
野
庁
が

t
E
E
R
Z
商
事
会
社
に
よ
る
輸
入
承
認
申
請
を
認
め
な
か
っ
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た
こ
と
を
不
服
と
し
て
同
社
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
、
規
則
の
効
力
の
問
題
が
、

E
C条
約
第
二
三
四
条
(
旧
第
一
七
七
条
)

に
基
づ
い
て
連
邦
行
政
裁
判
所
か
ら
欧
州
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た
。
規
則
を
有
効
と
す
る
欧
州
裁
判
所
の
判
断
を
、
つ
け
て
、
連
邦
行
政
裁
判

所
は
、
同
社
の
主
張
を
退
け
、
欧
州
裁
判
所
へ
の
再
度
の
移
送
も
、
基
本
法
第
一

O
O
条
第
一
項
に
よ
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
送
も
認

め
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
同
社
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
憲
法
異
議
を
提
起
し
た
。
同
社
は
、
欧
州
裁
判
所
の
審
理
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
連
邦
行
政

国法体系における憲法と条約 (3) 

裁
判
所
の
判
断
は
基
本
法
第
一
九
条
第
四
項
(
基
本
権
侵
害
の
法
的
救
済
)
お
よ
び
第
一

O
一
二
条
第
一
項
(
法
律
上
の
審
問
を
請
求
す
る
権

利
)
に
反
す
る
と
し
、
欧
州
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
基
本
法
の
基
本
的
諸
原
理
に
直
接
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
の
憲
法
的
原
理
が
訴
訟
手
続
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
囲
内
裁
判
所
は
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
う
え
、

欧
州
裁
判
所
は
基
本
法
第
一

O
一
条
第
一
項
の
「
法
律
の
定
め
る
裁
判
官
」
に
当
た
り
、
同
社
に
は
欧
州
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
が

あ
り
、
審
理
を
尽
く
す
た
め
に
連
邦
行
政
裁
判
所
が
欧
州
裁
判
所
に
対
し
て
本
件
を
移
送
し
直
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

E
C
条
約
第
二
三
四

条
(
旧
第
一
七
七
条
)
第
三
項
の
下
で
の
連
邦
行
政
裁
判
所
の
義
務
に
違
反
す
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
同
社
は
、

E
C
規
則
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
本
件
の
輸
入
に
関
す
る
制
度
は
、
基
本
法
第
二
条
第
一
項
、
第
一
一
一
条
、
お
よ
び
第
二

O
条
第
三
項
に
違
反
す
る
か
ら
、
当
該
規
則

は
適
用
不
可
能
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断

本
件
憲
法
異
議
に
お
け
る
、
基
本
法
第
一
九
条
第
四
項
、
第
一

O
一
条
第
一
項
、
お
よ
び
第
一

O
三
条
第
一
項
違
反
の
主
張
は
、
棄
却
さ

(
幻
)

れ
た
。
二
次
的
E
C法
た
る
規
則
が
基
本
法
第
二
条
第
一
項
、
第
二
一
条
、
お
よ
び
第
二

O
条
第
三
項
に
違
反
す
る
と
い
う
主
張
に
関
す
る
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説

部
分
は
、
不
適
法
と
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
八
六
年
一

O
月
一
一
一
一
日
決
定
に
お
け
る
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
の

判
示
の
要
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

論

「
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
そ
の
高
権
領
域
に
つ
い
て
の
排
他
的
な
支
配
要
求
を
撤
回
し
、
そ
の
高
権
領
域

内
部
で
の
他
の
源
泉
か
ら
の
法
の
直
接
的
な
効
力
お
よ
び
適
用
可
能
性
に
余
地
を
残
す
と
い
う
方
法
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
法
秩
序

を
開
放
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
(
回
〈
刊
色
。
開
当
い
ゴ
[
民

S
L少
工
凶
行
苫
咽

8
3
2
)
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
確
か
に
、

国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
の
直
接
的
な
効
力
お
よ
び
適
用
可
能
性
だ
け
を
指
示
し
た
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
直
接
的
に
、
こ

の
国
際
機
構
の
法
と
国
内
法
と
の
関
係
、
例
え
ば
適
用
上
の
優
位
の
問
題
を
規
律
し
て
い
る
。
国
際
条
約
の
国
内
的
な
効
力
お
よ
び
適
用

可
能
性
、
な
ら
び
に
圏
内
的
な
効
力
上
の
優
位
ま
た
は
適
用
上
の
優
位
の
可
能
性
|
|
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
種
類
の
も
の
も
ま

一
般
国
際
法
か
ら
は
帰
結
さ
れ
て
い
な
い
。
条
約
を
国
内
法
に
受
容
し
、
か
っ
そ
の
条
約
に
囲
内
法
に
対
す
る
効
力
上
の

優
位
ま
た
は
適
用
上
の
優
位
を
付
与
す
る
こ
と
を
国
家
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、

び
法
的
確
信
に
基
づ
く
一
般
的
規
則
を
、
現
在
の
国
際
法
は
な
ん
ら
含
ん
で
い
な
い
。
国
内
的
な
効
力
上
の
優
位
ま
た
は
適
用
上
の
優
位

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
国
内
的
な
効
力
上
の
優
位
ま
た
は
適
用
上
の
優
位
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
締
約
国
を
義
務

づ
け
て
い
る
条
約
に
際
し
て
の
国
内
的
な
法
適
用
命
令
か
ら
の
み
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項

は
、
憲
法
上
、
高
権
を
国
際
機
構
に
移
譲
す
る
条
約
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
国
際
機
構
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
に
、
対
応
す
る
国
内
的
な

一
致
し
た
国
家
実
行
お
よ

法
適
用
命
令
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
内
法
に
対
す
る
効
力
上
の
優
位
ま
た
は
適
用
上
の
優
位
を
付
与
す
る
こ
と
を
可
能
に

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

E
C条
約
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
い
て

E
C機
関
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
法
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
第
二
四
条

第
一
項
お
よ
び
第
五
九
条
第
二
項
第
一
文
に
よ
る

E
C条
約
に
つ
い
て
の
同
意
法
律
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。

E
C
条
約
第
一
八
九
条
第
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E
C条
約
に
つ
い
て
の
同
意
法
律
の
法
適
用
命
令
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
つ
い
て
の

E
C
規
則
の
直
接
的
な
効

(
H
H
)
 

力
、
お
よ
び
国
内
法
に
対
す
る
適
用
上
の
優
位
が
判
明
す
る
。
」

二
項
に
及
ぶ
、

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
に
内
在
す
る
優
位
要
求
を
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
囲
内
的
な
法
適
用
命
令
を
介
し
て

許
容
な
い
し
は
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
が
成
立
し
て
い
る
と
理
解
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
基
本

法
第
二
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
も
憲
法
上
の
限
界
が
存
在
す
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら

E
C法
優
位
の
制
限
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
判
示
し

て
い
る
。

国i.t体系における憲法と条約 (3) 

「
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
権
限
付
与
は
、
憲
法
上
の
限
界
を
有
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
は
、

国
際
機
構
に
つ
い
て
の
高
権
の
承
認
の
方
法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
憲
法
秩

序
の
基
本
構
造
へ
の
、
す
な
わ
ち
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
構
造
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
放
棄
す
る
権
限
を
付
与

し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
な
か
ん
ず
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
基
礎
に
あ
る
条
約
法
の
対
応
す
る
解
釈
お
よ
び
法
の
発
展
の
結
果
と

(
ぬ
)

し
て
、
基
本
法
の
本
質
的
な
構
造
を
空
調
化
す
る
国
際
機
構
の
法
定
立
行
為
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
」

こ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
前
述
の
∞
♀

g明
。
同
決
定
を
受
け
継
い
で
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
に
言
及
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
前
述
の
開

2
2
2
5己
決
定
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
放
棄
で
き
な
い
、
現
行
憲
法
の
基
本
構
造
に
属
す
る
本
質
的
要
素
は
、
少
な
く
と
も
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
原
理

北法51(3・129)995



説

で
あ
る
(
回
〈
刊
『
百
開
凶
吋
い
己
[
忠
男
]

U

迫
。
二
邑
岡
山
参
照
)
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
こ
の
法
原
理
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
、
留
保

な
し
に
許
容
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
国
際
機
構
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
高
権

論

領
域
に
お
い
て
基
本
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
侵
害
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
高
権
が
容
認
さ
れ
る
限
り
に
お

い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
本
法
に
基
づ
い
て
存
在
し
て
い
る
権
利
保
護
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
わ
り
に
、
基
本

法
に
よ
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
基
本
権
保
護
に
内
容
お
よ
び
実
効
性
の
点
で
本
質
的
に
匹
敵
す
る
基
本
格
の
効
力
が
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
%
い
o
」

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま

-B開
己
決
定
が
示
し
た
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
の
要
求
を
、

ω

。-B胸
骨
同
決
定
以
降
の

E
C
に
お
け

る
基
本
権
保
護
の
発
展
を
勘
案
し
て
、
再
解
釈
し
た
。

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
決
定
に
お
い
て
、
当
時
の
状
況
に
鑑
み
て
、

E
C
に
お
い
て
一
般
的
に
拘
束
力
を
有

す
る

E
C法
の
基
本
権
水
準
は
、
な
お
こ
の
水
準
が
長
期
に
わ
た
っ
て
、
可
能
な
修
正
は
別
と
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
高
権
領
域
に
お
け
る
二
次
的

E
C法
の
適
用
を
導
い
て
い
る
方
法
に
お
い
て
基
本
法
の
基
本
権
水
準
に
適
合
し
て
お
り
、

(
幻
)

こ
れ
を
侵
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
法
的
確
実
性
を
示
し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。
」

「
上
述
の
決
定
以
降
の
聞
に
、

E
C
の
高
権
領
域
に
お
い
て
、
概
念
、
内
容
、
お
よ
び
作
用
方
式
に
つ
い
て
基
本
法
の
基
本
権
水
準
と
本

質
的
に
同
視
し
う
る
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
の
基
準
が
確
立
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
べ
て
の
主
要
な

E
C
機
関
は
、
現
在
、
以
下
の
こ
と

を
正
式
に
承
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
機
関
は
、
そ
の
権
力
の
行
使
お
よ
び

E
C
の
目
的
の
追
求
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
構

成
国
の
憲
法
お
よ
び
欧
州
人
権
条
約
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
な
基
本
権
の
裁
判
所
に
お
け
る
尊
重
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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「
上
述
の

E
C
機
関
お
よ
び
欧
州
理
事
会
の
宣
言
[
一
九
七
七
年
四
月
五
日
の

E
C
理
事
会
、
委
員
会
、
お
よ
び
議
会
の
共
同
宣
言
、
お

よ
び
そ
の
後
の
一
九
七
八
年
四
月
七
日
に
採
択
さ
れ
た
理
事
会
の
宣
言
〕
は
、
公
式
に
、
構
成
田
の
憲
法
か
ら
明
ら
か
に
な
り
、
か
つ
一

般
的
法
原
則
と
し
て
一
次
的
E
C法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
基
本
権
保
障
へ
の

E
C
の
拘
束
に
関
す
る
、
条
約
締
約
固
と

E
C
機
関
の

(
必
)

一
致
し
た
法
的
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
」

「
構
成
国
の
憲
法
お
よ
び
欧
州
人
権
条
約
に
含
ま
れ
て
い
る
基
本
権
保
障
と
、

E
C法
の
一
般
的
法
原
則
と
の
上
述
の
よ
う
な
規
範
的
な

結
合
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
の
判
断
に
お
い
て
提
示
し
必
要
で
あ
る
と
し
て
き
た
、
議
会
に
よ
っ
て

(
印
)

議
決
さ
れ
た
基
本
権
章
典
の
要
求
に
つ
い
て
の
問
題
も
ま
た
、
充
足
さ
れ
て
い
る
。
」

そ
し
て
、
再
び
目
。

-B唱
の
文
言
を
用
い
て
、
し
か
し

F
-
g加
工
決
定
と
は
大
き
く
様
相
を
異
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

国法体系における憲法と条約 (3) 

「
E
C
、
と
り
わ
け

E
C
の
裁
判
所
の
判
例
が
、

E
C
の
高
権
的
権
力
に
対
す
る
、
基
本
法
に
よ
っ
て
不
可
欠
と
し
て
要
求
さ
れ
た
基
本

権
保
護
と
本
質
的
に
同
視
さ
れ
う
る
、
基
本
権
の
実
効
的
保
護
を
一
般
的
に
保
障
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
一
般

的
に
保
障
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
(
∞
♀
E
m
m
)
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
裁
判
権
を
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
高
権
領
域
に
お
け

る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
お
よ
び
官
庁
の
行
為
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠
と
し
て
要
求
さ
れ
る
二
次
的

E
C法
の
適
用
可
能
性
に
関
し
て
、
も
は

や
行
使
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
二
次
的

E
C法
を
、
も
は
や
基
本
法
の
基
本
権
を
基
準
と
し
て
審
査
す
る
こ
と
も

(
日
)

な
い
で
あ
ろ
う
。
」
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ωo-臣
官
同
決
定
に
お
い
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

r-g加
工
決
定
の
定
式
を
援
用
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
ド
イ
ツ
連

(
臼
)

邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
お
よ
び
そ
れ
を
「
構
成
し
て
い
る
構
造
」
に
つ
い
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に

告'b.a冊

よ
る
権
限
付
与
の
憲
法
上
の
限
界
と
し
て
論
及
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
は
原
則
と
し
て

E
C
法
に

(
日
)

つ
い
て
の
審
査
基
準
た
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
維
持
し
て
い
る
。

一
方
、

r-g加
工
決
定
と
の
差
異
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

R
E
R
g
s
-同
決
定
を
受
け
継
い
で
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
の
内
容
と
し
て
の
基
本
構
造
を
、
「
基
本
法
の
基
本
権
群
」
で
は
な
く
、
「
基
本
法
の
基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
長
」
と
限

定
的
に
表
現
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
決
定
に
お
い
て
、

E
C
内
部
に
お
い
て
基
本
法
の
基
本
権
保
護
と
本
質
的
に
同
視
し
う
る
基
本
権

保
護
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
審
査
権
を
行
使
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
二
次
的
E
C法
に
関
す
る
審

査
権
の
暫
定
的
な
不
行
使
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

F
E品
目
同
決
定
以
降
に

E
C法
の
領
域
に
お
い
て
生
じ
た
、
基
本
法
の
基
本
権
水

準
と
同
視
さ
れ
う
る
基
本
権
の
程
度
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
て
い
る
。
こ
の
考
慮
の
根
拠
を
補
強
す
る
た
め
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州

(
日
)

裁
判
所
の
判
例
に
依
拠
し
て
い
る
。
欧
州
裁
判
所
の
判
例
は
、
明
文
を
も
っ
て
、
欧
州
人
権
条
約
お
よ
び
構
成
国
に
共
通
の
憲
法
的
伝
統
を

援
用
し
て
き
た
。

E
C
機
関
は
、
人
権
共
同
宣
言
を
採
択
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
に
よ
っ
て
制
定

(
日
)

さ
れ
た
基
本
権
章
典
と
い
う
要
件
が
、
内
容
的
に
十
分
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
の

ω♀
g
m開
国
決
定
の
判
示
か
ら
は
、
同
時
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
完
全
に
は
二
次
的

E
C法
の
審
査
に
つ
い
て
の
権

(
日
)

限
を
放
棄
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
む
し
ろ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C
が
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
保
護
し
な
く

な
っ
た
場
合
に
備
え
て
の
留
保
を
付
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

E
C
に
よ
る
保
護
が
こ
の
基
準
の
水
準
以
下
に
低
下
す
る
な
ら
ば
、
二
次

(
ぬ
)

的
E
C法
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
は
復
活
す
る
の
で
あ
る
。
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ωo-宮
間
何
回
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
次
的
E
C法
の
審
査
可
能
性
の
原
則
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
既
に

ω。
-g唱
己
決

定
に
お
い
て
立
て
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
維
持
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
む
ろ
ん
基
本
法
に
本
質
的
に
匹
敵
し
う

る
E
C
の
基
本
権
保
護
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
留
保
の
下
で
、
そ
の
審
査
権
を
行
使
し
な
い
と
し
て
、
∞
。

-B間
四
回
定
式
の
適
用
の
あ
り

方
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
∞
。

-B加
工
決
定
の
判
断
か
ら
離
反
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

学
説
に
お
け
る
評
価

F
S
D胴
己
決
定
に
対
す
る
批
判
と
は
逆
に
、

r-B明
白
阿
国
決
定
は
、
学
説
に
よ
っ
て
概
し
て
肯
定
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
。

E
C
法
の
絶

対
的
優
位
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

E
C法
の
優
位
性
に
つ
い
て
基
本
法
に
よ
る
一
定
の
制
限
を
認
め
る
見
解
に
お
い

国法体系における憲法と条約 (3) 

て
も
、

E
C
に
よ
る
人
権
保
護
の
進
展
は
、
基
本
法
の
基
本
権
に
よ
る
制
限
の
修
正
を
正
当
化
し
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

欧
州
裁
判
所
に
よ
る
人
権
保
護
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
審
査
権
を
行
使
し
な
い
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
言
明
に
関
し
て
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
個
別
の
事
案
に
お
け
る
自
ら
の
審
査
権
を
否
定
し
た
も
の
と
解
す
る
説
も
多
い
が
、
強
力
な
反
論
も
存
在
す
る
。

E
C

法
に
よ
る
基
本
権
侵
害
の
存
否
は
個
々
の
事
案
の
審
査
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
、
基
本
法
に
よ
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

与
え
ら
れ
た
審
査
権
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
般
的
に
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、
本
決
定
以
降
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
理
解
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト

条
約
判
決
の
理
解
お
よ
び
同
判
決
以
降
の
裁
判
所
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
個
別
事

案
の
審
査
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
個
別
事
案
審
査
を
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。
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説

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、

い
か
な
る
と
き
に
E
C
法
上
の
人
権
保
護
が
基
本
法
の
基
本
権
保
護
に
相
当

3ι 
n冊

す
る
と
見
ら
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

F
Eロ
加
工
決
定
に
お
い
て
、
形
式
的
な
観
点
か
ら
は
基
本
権
章
典
の
存

在
と
い
う
明
ら
か
な
基
準
を
提
出
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
実
質
的
な
観
点
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
基
本
権
章
典
と

い
う
形
式
的
要
求
は
、
長
期
に
わ
た
る
基
本
権
制
限
に
つ
い
て
は
、
欧
州
裁
判
所
の
基
本
権
に
調
和
的
な
判
例
の
み
に
よ
っ
て
は
保
障
さ
れ

(ω) 

え
な
い
法
的
確
実
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

r-B開
。
ロ
決
定
に
お
い
て
、

∞。

-g明
白
岡
山
決
定
が
要
求
し
た
基
本
権
章
典
に
つ
い
て
の
基
準
に
言
及
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、

E
C
法
に
お
け
る
人
権
保
護
の
実
際
の
発

展
状
況
に
よ
っ
て
、

ω
o
-
g
m
n
H
決
定
の
基
本
権
章
典
に
つ
い
て
の
要
求
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
そ
れ

(
引
)

を
も
っ
て
、
皆
目
白
ロ
加
。
同
決
定
の
基
本
権
章
典
を
要
求
す
る
部
分
は
、
実
践
的
に
は
、
重
要
性
を
失
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

第
五
款

ω♀
g
m
n
ロ
以
降

E
C
が
人
権
の
実
効
的
保
護
を
一
般
的
に
保
障
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
審
査
権
を

行
使
し
な
い
、
と
い
う
留
保
に
関
し
て
、
そ
の
後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
お
け
る
潜
在
的
な
定
式
化
は
立
場
次
第
で
新
た
な
希
望
ま

(
的
地
)

た
は
憂
慮
を
呼
び
起
こ
し
た
と
評
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
に
関
す
る
個
別
の
具
体
的
な
事
案
に
際
し
て
審
査
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
否
か
が
、

r-g常
国
決
定
以
降
の
一
つ
の
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
(ω) 

憲
法
裁
判
所
判
例
の
い
う
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
訴
訟
に
よ
る
実
現
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω。
目
白
ロ
悦
四
国
決
定
が
示
し
た
、

一
九
八
七
年
決
定

北法51(3・134)1000 



ωo-gmn
ロ
決
定
の
約
半
年
後
の
一
九
八
七
年
四
月
八
日
に
下
さ
れ
た
決
定
は
、

r
g
a
m
-
決
定
お
よ
び

ωo-gmm
国
決
定
を
引
用
し
た
う

‘えで、
「

E
C法
に
は
、
囲
内
法
律
と
の
抵
触
の
事
例
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
に
お
い
て
も
ま
た
、
適
用
上
の
優
位
が
帰
属
す
る
。
前
法
た

る
国
内
法
律
お
よ
び
後
法
た
る
国
内
法
律
に
対
す
る
こ
の
適
用
上
の
優
位
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
の
結
び
つ
き
に
お
け
る

E
C

条
約
に
つ
い
て
の
同
意
法
律
に
よ
っ
て
国
内
的
法
適
用
命
令
が
与
え
ら
れ
た
、

一
次
的

E
C
法
の
不
文
の
規
範
に
依
拠
す
る

回
〈
由
民
。
開
凶
ア
豆
油
{
コ
凶
弓
・
]
)
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
立
法
者
に
よ
る
こ
の
優
位
規
則
の
承
認
お
よ
び
個
々
の
事
案
に
お
け
る
裁

(
似
)

(切〈白門向。開吋一
Y
凶一W
A
W
{

凶吋凶])」

(参照、

判
権
に
よ
る
そ
の
適
用
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
権
限
付
与
を
含
ん
で
い
る

国法体系における憲法と条約 (3) 

と
し
て
、
従
来
の
判
例
の
枠
組
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
個
別
事
案
審
査
の
可
否
の
問
題
に
つ
い
て
の
手
が

(
臼
)

か
り
は
見
出
さ
れ
な
い
。

テ
レ
ピ
指
令
決
定

E
C域
内
に
お
け
る
テ
レ
ビ
番
組
の
固
境
を
越
え
る
自
由
な
移
動
を
可
能
に
す
る
条
件
を
整
備
す
る
た
め
に
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ

(

侃

)

(

釘

)

た
い
わ
ゆ
る
テ
レ
ビ
指
令
に
つ
い
て
の
、
一
九
八
九
年
四
月
一
一
日
の
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
理
事
会
に
お
け
る
連
邦
政

府
の
代
表
者
に
よ
る
テ
レ
ビ
指
令
提
案
へ
の
同
意
を
差
し
止
め
る
仮
命
令
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
理
由
づ
け
に
お
い
て
、

(

m

m

)

(

ω

)

 

「

E
C法
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
と
の
聞
の
衝
突
」
に
つ
い
て
の
審
査
権
は
否
定
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

北法51(3・135)1001



説

一
九
八
九
年
決
定

北法51(3・136)1002

論

B

(

初
)

一
九
八
九
年
五
月
一
一
一
日
決
定
は
、
煙
草
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
へ
の
喫
煙
の
有
害
性
に
つ
い
て
の
警
告
文
の
表
示
を
義
務
づ
け
る

E
C指
令
が

基
本
法
第
一
二
条
の
職
業
の
自
由
に
違
反
す
る
と
し
て
提
起
さ
れ
た
憲
法
異
議
の
予
備
審
査
手
続
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
は
、

そ
の
判
示
の
文
言
に
因
ん
で
、

ω。
毛
色
丹
動
貯
あ
る
い
は

d
Z
E
D
-
n
z
h
rの
呼
称
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
o

こ
の
決
定
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
次
的

E
C法
と
基
本
法
の
基
本
権
の
本
質
的
内
容
と
の
両
立
可
能
性
に
関
す
る
審
査
権
の

問
題
に
つ
い
て
、

「
指
令
が

E
C法
の
基
本
権
水
準
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
限
り
に
お
い
て

に
よ
っ
て
不
可
欠
と
し
て
要
求
さ
れ
た
基
本
権
水
準
が
こ
の
方
法
で
は
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は

(
刀
)

憲
法
裁
判
所
は
、
申
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(ω
。
5
豆
、
欧
州
裁
判
所
は
権
利
保
護
を
与
え
る
。
基
本
法

(
項
目
ロ
ロ

E
n
Z
)
、
連
邦

(
符
)

と
い
う
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

四

学
説
に
お
け
る
評
価

(
お
)

多
く
の
学
説
は
、

E
C法
に
関
す
る
個
別
の
事
案
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
が
再
び
行
使
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、

E
C法
が
具
体
的
な
基
本
法
の
基
本
権
保
護
に
適
合
し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保



国法体系における憲法と条約 (3) 

護
の
た
め
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。

E
C
に
お
い
て
基
本
権
の
意
義
が
根
本
的
に
見
誤
ら
れ
て

い
る
場
合
、
あ
る
い
は

E
C
と
り
わ
け
欧
州
裁
判
所
に
お
け
る
権
利
保
護
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
の
み
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
再
び
そ
の
審

(
苅
)

査
権
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
欧
州
統
合
に
親
和
的
で
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
と
と
も
に
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
の

E
C法
に
関
す
る
事
案
で
の
審
査
権
は
、

E
C条
約
に
つ
い
て
の
同
意
法
律
に
よ
る
権
限
付
与
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
を
問
題
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
伺
別
の
事
案
に
お
い
て

E
C法
が
基
本
権
を
侵
害
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
対
象
と
は

(
行
)

な
ら
な
い
と
の
理
解
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
個
別
の
事
案
に
つ
い
て
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
権
は
な
お
行
使
さ
れ
う
る
と
い
う
見
解
も
、
強
力
に
主
張
さ
れ
て

(
花
)

い
る
。
本
来
、
個
別
の
事
案
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
裁
判
所
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
裁
判
権
を
抽
象
的
・
一
般

的
な
形
式
で
撤
回
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
基
本
法
第
一
条
第
三
項
お
よ
び
第
一
九
条
第
二
項
に
よ
る
基
本
権
の
保
障
に
も
矛
盾
す
る

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

E
C法
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
制
限
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
個
別

(
内
)

の
事
案
に
関
し
て
の
み
審
査
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
九
八
九
年
決
定
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
一
不
も
、
個
々
人
が
固

有
の
基
本
権
の
本
質
的
内
容
に
対
す
る
具
体
的
侵
害
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
主
張
す
る
可
能
性
に
関
し
て
、
個
別
事
案
審
査
が
認
め

ら
れ
る
方
向
に
理
解
さ
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
権
の
本
質
的
内
容
の
保
護
を
根
拠
に
固
有
の
審
査
権
の
存
在
を
導
き
出
し
な
が
ら
、

E
C
に
よ
る
一
般
的
な
人
権
保
障
の
存
在
を
理
由
と
し
て
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
個
人
の
保
護
を
拒
否
し
な
け

(
鉛
)

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
六
款

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決

北法51(3・137)1003



説

本
判
決
の
背
景

キ'h..
日間

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

r-gmm
間
決
定
に
お
い
て
、
欧
州
統
合
の
進
展
に
合
わ
せ
た
新
た
な
判
断
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

ま
だ
問
題
は
残
存
し
て
い
た
。

MU-Bm柑
ロ
と
い
う
名
称
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
審
査
権
行
使
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
原
則
と
例
外
が
逆

転
し
た
形
と
は
い
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は

E
C法
に
関
す
る
審
査
権
を
留
保
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

E
C法
の
絶
対
的
優
位
を
主
張
す
る

論
者
か
ら
は
、
こ
の
留
保
を
解
消
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
断
が
待
た
れ
て
い
た
。
他
方
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
個
別
事
案
に
お
け
る

E

C
法
と
基
本
権
と
の
抵
触
に
つ
い
て
も
審
査
し
う
る
の
か
に
関
し
て
、
皆
目
白
呂
町
田
決
定
以
降
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
理
解
を
め
ぐ
っ

(
飢
)

て
議
論
が
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
欧
州
統
合
は
、
さ
ら
に
格
段
の
進
歩
を
見
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
欧
州
連
合
条
約
、
い
わ
ゆ
る
マ

l
ス
ト
リ
ヒ

ト
条
約
で
あ
る
。
こ
の
条
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
他
の
構
成
国
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
法
的
問
題
が
提
出
さ
れ
た
が
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
も
ま
た
、
基
本
法
と
の
適
合
性
の
審
査
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断

憲
法
異
議
の
適
法
性

(
m
M
)
 

一
九
九
三
年
一

O
月
一
二
日
に
下
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
欧
州
連
合
条
約
批

准
に
備
え
て
行
わ
れ
た
基
本
法
改
正
に
つ
い
て
の
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
一
一
日
の
基
本
法
改
正
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
、
お
よ
び
欧
州

連
合
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
議
会
が
同
意
し
た
、
一
九
九
二
年
二
一
月
二
八
日
の
同
意
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
で
あ
る
。

北法51(3・138)1004



連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
意
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
う
ち
の
基
本
法
第
三
一
八
条
違
反
を
理
由
と
す
る
も
の
の
み
を
適
法
と
し
、
基
本

法
第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
一
一
一
条
第
一
項
、
お
よ
び
第
一
四
条
第
一
項
の
基
本
権
の
侵
害
を
理
由
と
す
る

も
の
、
な
ら
び
に
、
基
本
法
改
正
法
律
に
対
す
る
憲
法
異
議
を
、
不
適
法
と
し
た
。

こ
こ
で
、
と
り
わ
け
基
本
権
の
水
準
の
著
し
い
低
下
と
な
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
E
C
の
高
権
的
権
力
に
対
し
て
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
住
民
に
つ
い
て
の
基
本
権
の
実
効
的
な
保
護
が
一
般
的
に
確
保
さ
れ
、
か
っ
こ
の

基
本
権
保
護
は
基
本
法
に
よ
っ
て
不
可
欠
と
し
て
要
求
さ
れ
る
基
本
権
保
護
と
本
質
的
に
同
視
さ
れ
う
る
こ
と
、
と
り
わ
け
基
本
権
の
本

質
的
内
容
が
一
般
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
権
に
よ
っ
て
保
障
し
て
い
る
(
参
照
、
∞
〈
由
民
。
開

ω
y

同法体系における憲法と条約 (3) 

町
三
N
∞
ORE-r3・
出
。
{
凶
吐
か
ご
)
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を

E
C
の
高
権
的
権
力
に
対

(
お
)

し
て
も
ま
た
確
保
す
る
(
参
照
、
回
〈
由
民
。
肘
芯
岨
己
主
凶
ま
ご
。
」

「
構
成
国
の
国
家
権
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
超
国
家
的
機
構
の
特
別
の
公
権
力
の
行
為
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
基
本
権
主
体
に
関
わ
り
を

有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
行
為
は
、
基
本
法
の
保
障
に
関
わ
り
を
有
し
、
か
っ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お

い
て
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
に
対
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
基
本
権
保
護
を
対
象
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
任
務
に
関
わ
り
を
有
す
る

(切〈伺円

a
m
u∞e
Z
N
J
と
の
相
違
)
。
む
ろ
ん
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
次
的

E
C法
の
適
用
可
能
性
に
関
し
て
は
、

欧
州
裁
判
所
に
対
す
る
『
協
力
関
係
』
に
お
い
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
が
、
そ
の
協
力
関
係
の
中
で
は
、
欧
州
裁
判
所
が
あ
ら
ゆ
る
個
別

事
案
に
お
い
て

E
C
の
全
領
域
に
つ
い
て
基
本
権
保
護
を
保
障
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
不
可
欠
な
基
本
権
水
準
の
一
般
的

(
似
)

な
保
障
(
参
照
、
回
〈
由
民
。
凹
吐
い
・
己
主
凶
∞
吋
]
)
に
限
定
さ
れ
う
る
。
」

北法51(3・139)1005



説

9
h
 し

か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
適
法
と
し
た
憲
法
異
議
の
基
本
法
第
三
一
八
条
違
反
の
主
張
も
、
理
由
が
な
い
と
し
て
退
け
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
大
別
し
て
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
審
査
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
案

~b.. 
肩岡

同
第
一
の
観
点

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C法
と
基
本
法
第
三
八
条
の
関
係
に
つ
い
て
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に

判
示
し
て
い
る
。

「
基
本
法
第
三
八
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
、
選
挙
に
よ
っ
て
国
家
権
力
の
正
当
化
に
参
加
し
、
お
よ
び
国
家
権
力
の
行
使
に
つ
い
て
影

響
力
を
保
持
す
る
権
利
は
、
基
本
法
第
二
三
条
の
適
用
領
域
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
の
任
務
と
権
限
の
移
転
に
よ
っ
て
、
基
本
法
第
七
九

条
第
三
項
が
基
本
法
第
二

O
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
不
可
侵
と
宣
言
す
る
民
主
制
原
理
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う

(
お
)

な
形
で
こ
の
権
利
を
空
洞
化
す
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
。
」

「
民
主
制
原
理
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
|
|
超
国
家
的
に
組
織
さ
れ
た

i
l
国
際
共
同
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

し
か
し
、
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
前
提
条
件
は
、
国
民
に
由
来
す
る
正
当
化
お
よ
び
影
響
力
行
使
が
国
家
結
合
の
内
部
で
も
確
保
さ
れ
て

(
鉛
)

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
欧
州
連
合
に
つ
い
て
い
う
「
国
家
結
合
」
と
は
、
従
来
一
般
に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
連
邦
国
家
」
と
も

「
国
家
連
合
」
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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「
国
民
が

l
l
現
在
の
よ
う
に

l
ー
囲
内
議
会
を
通
じ
て
民
主
的
正
当
化
を
媒
介
し
て
い
る
場
合
に
は
、

E
C
の
任
務
お
よ
び
権
限
の

(
幻
)

拡
大
に
は
、
民
主
制
原
理
に
よ
っ
て
限
界
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
」

(
叫
山
)

「
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
は
、
実
質
的
な
重
要
性
を
伴
う
任
務
お
よ
び
権
限
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」

「
し
た
が
っ
て
、

E
C
の
|
1
1

超
国
家
的
な

1

i
法
の
直
接
的
な
効
力
お
よ
び
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
法
秩
序
を
開
放
す
る
法

律
が
、
目
的
の
実
現
の
た
め
に
移
譲
さ
れ
る
権
利
お
よ
び
意
図
さ
れ
て
い
る
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
十
分
に
特
定
可
能
な
形
で
確
定
し
て
い

(

回

開

)

な
い
場
合
に
は
、
基
本
法
第
三
八
条
は
侵
害
さ
れ
る
。
」

(
卯
)

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
審
査
の
結
果
、
連
邦
議
会
の
影
響
力
は
保
障
さ
れ
て
お
り
、
「
連
合
条
約
は
、
将
来
の
執
行
の
過
程
を
、
し
た
が
っ

(
引
)

て
認
め
ら
れ
た
高
権
的
権
限
の
行
使
の
可
能
性
を
、
十
分
予
見
可
能
に
規
範
化
し
て
い
る
の
で
、
明
確
性
の
要
請
を
満
た
し
て
い
る
」
と
し

て
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
第
一
の
観
点
か
ら
の
要
請
を
満
足
し
て
い
る
と
す
る
。

国法体系における憲法と条約 (3) 

同
第
二
の
観
点

次
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

E
C
が
移
譲
さ
れ
た
権
限
を
逸
脱
し
て

E
C
法
を
定
立
し
た
場
合
、
そ
の
効
力
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
問

(
幻
)

題
に
論
及
し
て
い
る
。

「
欧
州
連
合
条
約
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
行
為
権
限
付
与
の
、
事
後
の
本
質
的
な
変
更
は
、
こ
の
条
約
に
つ
い

て
の
同
意
法
律
に
よ
っ
て
は
、
も
は
や
包
含
さ
れ
て
い
な
い
(
参
照
、
既
に
∞
〈
町
民
。
開
凶
∞
-

H

[

当

ya--[唱
∞
円
]
)
。
例
え
ば
、
欧
州
の
機

構
お
よ
び
機
関
が
、
ド
イ
ツ
の
同
意
法
律
の
基
礎
に
あ
る
よ
う
な
欧
州
連
合
条
約
に
よ
っ
て
は
も
は
や
包
含
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
方
法

北法51(3・141)1007 



説

に
お
い
て
欧
州
連
合
条
約
を
運
用
し
、
あ
る
い
は
発
展
さ
せ
た
と
き
に
は
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
法
は
、
ド
イ
ツ
の
高
権
領
域
に
お
い
て
は

拘
束
力
を
有
し
な
い
。
ド
イ
ツ
国
家
機
関
は
、
憲
法
上
の
理
由
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
阻
止
さ
れ

さきι
口問

る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州
の
機
構
お
よ
び
機
関
の
法
が
そ
れ
ら
に
認
め
ら
れ
た
高
権
の
限
界
内
に
と
ど
ま
っ

(
幻
)

て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
限
界
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
を
審
査
す
る
(
参
照
、
回
〈
四
円
向
。
開
凶
∞
唱
】
{
凶
cm]
ユ凶咽
M
凶凶
[
N
a
-
M
A
記)。」

移
譲
さ
れ
た
権
限
を
逸
脱
す
る

E
C法
の
有
効
性
の
問
題
は
、

E
C法
に
よ
る
基
本
権
侵
害
に
つ
い
て
の
議
論
が
一
応
の
鎮
静
化
を
示
し
、

逆
に
統
合
の
進
展
と
と
も
に

E
C
の
権
限
が
広
が
り
を
見
せ
る
中
で
、
注
目
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
本
判
決
の
言
及
は
注

(
例
)

目
さ
れ
る
。

(
%
)
 

E
C
に
よ
る
権
限
逸
脱
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
限
定
さ
れ
た
個
別
的
授
権
の
原
理
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

条
約
の
枠
内
で
の
裁
判
官
に
よ
る
法
の
発
展
と
現
行
の
条
約
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
な
い
法
定
立
と
の
聞
の
境
界
線
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る

(

%

)

(

仰

)

こ
と
、
限
定
さ
れ
た
個
別
的
授
権
の
原
理
の
運
用
は
補
完
性
原
理
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
、
マ

l
ス

ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
第
二
の
観
点
か
ら
の
要
請
も
満
足
し
て
い
る
と
す
る
。

検
討

本
判
決
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
第
三
八
条
違
反
を
理
由
と
す
る
憲
法
異
議
に
つ
い
て
の
み
適
法
と
し
て
審
査
し
た

(
川
町
)

た
め
、
判
示
の
内
容
が
欧
州
連
合
に
対
す
る
構
成
国
の
議
会
の
関
係
に
重
点
を
置
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

本
判
決
は
、
基
本
権
侵
害
の
主
張
を
不
適
法
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
示
は
多
く
は
な
い
が
、
し
か
し
、
重
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要
な
言
及
も
少
な
く
は
な
い
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
基
本
権
の
本
質
的
内
容
が
一
般
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
保
障
し
て
い
る
」
と
し
て
、

ω♀

gmm
ロ
決
定
の
枠
組
を
基
本
的
に
受
け
継
い
だ
。
こ
れ
は
、
欧
州
裁
判
所
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
「
協
力
関
係
」
と
表
現
さ
れ
、

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
次
的
E
C法
の
適
用
可
能
性
に
関
し
て
は
、
欧
州
裁
判
所
に
対
す
る
『
協
力
関
係
』
に
お
い

て
裁
判
権
を
行
使
す
る
が
、
そ
の
協
力
関
係
の
中
で
は
、
欧
州
裁
判
所
が
あ
ら
ゆ
る
個
別
事
案
に
お
い
て

E
C
の
全
領
域
に
つ
い
て
基
本
権

保
護
を
保
障
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
不
可
欠
な
基
本
権
水
準
の
一
般
的
な
保
障
に
限
定
さ
れ
う
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
協

力
関
係
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
個
別
事
案
審
査
の
可
否
の
問
題
に
も
、
明
確
な
結
論
は
与
え
ら
れ

(ω) 

な
か
っ
た
。

国法体系における憲法と条約 (3) 

た
だ
し
、
こ
の
協
力
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
∞
。

-gm何
回
決
定
の
み
を
参
照
指
示
し
て
い
る

が
、
そ
の
前
段
の
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

E
C
法
に
つ
い
て
の
審
査
権
を
留
保
す
る
旨
を
述
べ
る
部
分
で
は
、
ぎ
}
自
常
国
決
定
と
と
も
に

(
間
)

ωozaz決
定
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

r-B唱
同
定
式
の
枠
組
を
完
全
に
否
定
し
去
る
意
図
は
な
く
、

あ
く
ま
で
そ
の
適
用
の
あ
り
方
を
∞

o-B常
国
決
定
の
水
準
に
維
持
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

第
七
款

憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
基
本
権
保
護

E
C法
と
基
本
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
主
要
な
判
例
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
判
例
の
流
れ
の
中

で
一
貫
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
国
内
法
に
対
す
る

E
C法
の
優
位
を
原
則
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
優
位
性
の

限
界
、
換
言
す
れ
ば

E
C法
優
位
を
許
容
な
い
し
承
認
す
る
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界
と
し
て
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

本
章
で
は
、

北法51(3・143)1009



説

保
護
の
定
式
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

論

ω
。-gmm同
決
定

こ
の
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
定
式
を
初
め
て
打
ち
出
し
た
の
は
、

一
九
七
四
年
の

ω♀
E
明
白
同
決
定
で
あ
っ
た
。

こ
の
決
定
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
基
本
法
第
二
四
条
は
、
基
本
的
性
質
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
憲
法
規
定
と
同
様
に
、
憲
法
全
体

の
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
基
本
法
第
二
四
条
は
、
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
依
拠
す

る
憲
法
の
基
本
構
造
を
、
憲
法
改
正
な
し
に
、
す
な
わ
ち
国
際
機
構
の
立
法
に
よ
っ
て
、
変
更
す
る
と
い
う
道
を
開
い
て
は
い
な
い
の
で
あ

(
則
)

る
」
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、

E
C
機
関
に
よ
る
法
定
立
に
つ
い
て
の
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
る
制
限
と
し
て
、
「
連
邦
共
和
国

の
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
構
造
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
現
行
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
廃
棄
す
る
よ
う
な
条

(
即
)

約
改
正
は
基
本
法
第
二
四
条
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
依
拠
す
る
、
な
い
し
は
「
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
構
成
す
る
、
「
放
棄
す

(

m

)

(

胤
)

る
こ
と
の
で
き
な
い
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
の
本
質
的
要
素
」
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
基
本
法
の
基
本
権
部
分
」
で
あ
る

(
陥
)

と
し
た
。
そ
し
て
、
「
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
留
保
な
し
に
は
許
容
し
て
い
な
い
」

つ
ま
り
、

ωo-B明
白
岡
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
基
本
法
の
基
本
権
部
分
」
が
、
「
憲
法
の
ア
イ
デ
ン

と
し
た
の
で
あ
る
。

テ
ィ
テ
イ
」
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て

E
C法
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば

E
C法
優
位
の
限
界
を
な
す
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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E
8
8ロ
g己
決
定

一
九
八
一
年
の
初
日

R
O
D
Sニ
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
語
を
直
接
に
は
用
い

て
い
な
い
も
の
の
、

rgロ
間
四
回
決
定
を
引
用
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
「
国
際
機
構
へ
の
高
権
移
譲
を
制
限
な
し
に
は
許
容
し

て
い
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
あ
ら
ゆ
る
類
似
の
基
本
的
種
類
の
憲
法
規
定
と
同
様
に
、
憲
法
全
体
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ

(
附
)

れ
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
憲
法
の
基
本
構
造
を
侵
害
す
る
可
能
性
を
開
い
て
は
い
な
い
」
と
し
、

(
即
)

「
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
、
基
本
法
の
基
本
権
部
分
を
留
保
な
し
に
相
対
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
は
い
な
い
」
と
す
る

限
り
に
お
い
て
、

rz口
問
。
同
決
定
の
基
本
命
題
を
堅
持
し
て
い
る
。

国法体系における憲法と条約 (3) 

他
方
、
こ
の

E
8
8
2
8己
決
定
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
「
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
憲
法
構
造
の
構
成
要
素
」
に
つ
い
て
、
∞

o-g明
白
同
決
定
か
ら
の
離
脱
な
い
し
は
営
}
言
明
己
決
定
に
お
け
る
少
数
意
見
へ
の
接
近
と
い
う

(

川

)

(

問

)

形
を
と
っ
て
、
「
基
本
法
の
基
本
権
に
お
い
て
承
認
さ
れ
か
つ
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
法
原
則
」
で
あ
る
と
し
た
と
評
さ
れ
る
。

ω。
-gmm回
決
定

ω。
回
目
開
。
同
定
式
を
大
幅
に
緩
和
し
た
と
さ
れ
る

ω♀
自
問
何
回
決
定
も
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
と
い
う
限
界
設
定
に

関
し
て
は
、

ω。
-B開
。
同
決
定
の
枠
組
を
維
持
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
は
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
現
行
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
、
憲
法
秩
序
の
基
本
構
造
へ
の
、
す
な
わ
ち
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
構
造
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
放

(
川
)

棄
す
る
権
限
を
付
与
し
て
は
い
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

北法51(3・145)1011 



説

し
か
し
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
構
成
す
る
「
現
行
憲
法
の
基
本
構
造
」
に
属
す
る
、
「
放
棄
で
き
な
い
、
:
:
:
本
質
的

要
素
」
に
つ
い
て
は
、
先
の

E
s
n
g
s
=決
定
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
「
基
本
法
の
基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
原
理
で
あ
る
(
回
〈
O
R
O開

(
川
)

3
・

s
z
s芦
]
一
凶
∞
・
工
出
向
]
参
照
)
」
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
も
の
が
、
「
少
な
く
と
も
」
基
本

=:!:L:.九
日岡

法
の
基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
原
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の

ωagmm
ロ
決
定
に
関
す
る
限
り
で
は
基
本
権

を
問
題
と
す
る
、
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
基
本
権
以
外
の
も

の
を
も
含
む
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

基
本
法
第
二
三
条
第
一
項

基
本
法
第
二
三
条
は
、
も
と
も
と
は
基
本
法
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
統
一
等
に
よ
っ
て
不
要
と
な
り
、
削
除

さ
れ
た
。
欧
州
連
合
条
約
を
目
前
に
控
え
て
行
わ
れ
た
基
本
法
改
正
で
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
基
本
法
第
二
三
条
第
一
項
が
、
「
統
合
さ
れ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
民
主
的
、
法
治
国
的
、
社
会
的
及
び
連
邦
制
的
な
諸
原
則
並
び
に
補
完
性
の

原
則
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
か
っ
、
こ
の
基
本
法
に
本
質
的
に
匹
敵
す
る
基
本
権
保
護
を
保
障
す
る
、
欧
州
連
合
の
発
展
に
協
力
す
る
」

(
山
)

と
規
定
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
連
の
判
例
を
受
け
継
い
で
定
式
化
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
意
味
で
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
明
文
化
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
基
本
法
第
二
三
条
第
一
項

に
お
い
て
は
、
基
本
条
約
(
一
次
的
E
C法
)
が
問
題
と
な
る
領
域
で
、
基
本
法
第
七
九
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
つ
い
て
明
文
に
よ
る

(
川
)

言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
従
来
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
限
界
を
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
に
求
め
て
き
た
が
、
欧

州
連
合
を
創
設
し
た
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
こ
の
基
本
法
に
お
け
る
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
尊
重
し
て
い
る
と
評
価

(
川
)

さ
れ
る
。
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
第
F
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
連
合
は
、
そ
の
政
府
組
織
が
民
主
主
義
の
原
則
に
基
づ
く
構
成
国
の

(
山
)

国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
尊
重
す
る
」
と
し
て
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
も
、
こ
の
規
定
に
着
目
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
で
は
、
基
本
権
侵
害
が
本
案
の
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
来
の
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン

テ
イ
テ
イ
」
保
護
の
定
式
に
は
明
示
的
な
言
及
は
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は

ω
。
-
g
m
n
判
例
を
引
用
し
て
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
を
確

(
川
)

認
し
て
い
る
。

国法体系における憲法と条約 (3) 

-'四J、
考
察

E
C法
優
位
の
限
界
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
た
の
は
、
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
と
い
う
定
式
の

み
で
あ
る
。

ω。
百
戸
明
白
同
決
定
の
基
本
権
章
典
と
い
う
形
式
的
要
件
が
∞
♀
吉
開
。
ロ
決
定
に
よ
っ
て
事
実
上
取
り
下
げ
ら
れ
た
後
、

ωo-gmm
ロ

(
川
)

決
定
に
い
う
実
質
的
要
件
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
に
お
い
て
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
そ
の
内
容
の
具
体
的
な
特
定
を
行
っ
て
い
な
い
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
内
容
と
し
て
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
が
留
保

な
し
に
相
対
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
な
い
憲
法
の
基
本
構
造
の
構
成
要
素
が
、

rg呂
町
岡
山
決
定
に
お
け
る
「
基
本
法
の
基
本
権
部
分
」

北法51(3・147)10日



説

か
ら
、
開
局

2
2
5ニ
決
定
に
お
け
る
「
基
本
法
の
基
本
権
に
お
い
て
承
認
さ
れ
か
っ
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
法
原
則
」

へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
不
文
の
制
限
定

へ
、
そ
し
て

キょう、

員同

ω。
-BMW
ロ
決
定
に
お
け
る
「
基
本
法
の
基
本
権
部
分
の
基
礎
に
あ
る
法
原
理
」

(
川
)

式
の
緩
や
か
に
進
行
す
る
掘
り
崩
し
」
で
あ
る
と
の
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

定
さ
れ
た
限
界
に
関
し
て
は
、

(
川
)

一
方
で
は
、
判
例
の
一
定
の
変
化
を
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
設

(
印
)

一
貫
性
を
主
張
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。

ω
o
Eロ
加
工
決
定
お
よ
び

ω♀
自
明
何
回
決
定
は
、
そ
の

(
山
)

後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
、
そ
し
て
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
判
決
に
お
い
て
も
、
相
並
ん
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
既
に

ω♀
自
加
工
決
定
の
評
釈
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
内
容
と

し
て

E
C法
に
対
し
て
も
貫
徹
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
は
基
本
法
の
基
本
権
規
定
の
全
範
囲
で
は
な
く
核
心
的
部
分
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う

(
印
)

理
解
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

r
E
H開
。
ロ
決
定
の
内
容
に
近
い
と
評
さ
れ
る

ω♀
自
問
何
回
決
定
の
少
数
意
見
に
つ
い
て
も
、

(
凶
)

基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
多
数
意
見
と
本
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
評
釈
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
も
、

E
8
8号
。
己
決
定
に
お
い
て
、

rgm己
決
定
の
多
数
意
見
と
少
数
意
見
と
を
併
記
し
て
参
照
指
示
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
定
式
の
基
本
的
枠
組

は
あ
く
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
変
化
し
て
い
る
の
は
そ
の
適
用
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
の
変
化
も
、
純
粋
に
「
憲
法
秩
序
の

る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
るの
。確

連定
邦の
憲問
法題
裁と

判 L

z-
ω は
♀ 1]: sと
白

窪豊
吉章
形議
式半リ

皇女
件事
を査
空権
."三 ノー→

志会
りあ
下り
げ方
の
緩間
和題
さが
れ強
たく
実影
質響
的を
要与
件え
のて
重い

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

視
へ
移
行
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
、
そ
う
し
た
説
明
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
し
た
場
合
に
は
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
に
よ
る
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
の
定
式
の
緩
和
は
、

E
C
に
お
け
る
人
権
保
護
の
進
展
と
い
う
事
実
に
影
響

さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
欧
州
裁
判
所
と
の
関
係
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
面
が
少
な
く
な
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

~tì去51(3・148)1014



E
C法
優
位
の
限
界
と
し
て
の
「
憲
法
秩
序
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
保
護
と
い
う

定
式
に
そ
も
そ
も
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
内
容
、
お
よ
び
そ
れ
と
具
体
的
な
憲
法
規
定
と
の
関
係
の
精
般
化
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

次
に
、

E
C法
の
優
位
性
と
基
本
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
般
的
な
見
地
か
ら
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

そ
こ
で
、

国法体系における憲法と条約 (3) 

註

(1)
切
〈
由
民
。
開
M
M
-
M
唱凶・

(2)
巴
て
き
司
、

sh・
0
8
〈叩円
Fez-田
N

豆田
n
z
g
E
S司配聞の
F
0
5
0
2
H
2
2
m
g
p国
司
自
の
冨
吉
弘
己
2
5
z
g
-
g
n
Z
E
n
E
a
q
玄
g
田区
nz'm呂田
n
Z
E
Eロ開

母
国
国
E
E
g〈刊『宮田ロ=開田加。ユ
m
v
z
q
B
E
R
E
担
岡
田
忌
民
国
同
町
内
四
『
宮
ロ
m-
お宅)臼・凶凶・

(
3
)
切
〈
由
民
の
伺
M
M
-
N
S
(
N
申
mR)

(
4
)
回〈刊色。同
W
M
M
-
M
B
(
M
志向・)・

(5)
回
〈
刊
司
自
明

2
・
Z
凶・

(6)
回
〈
伺
『
邑
開

2
・
E
凶
(
コ
凶
ご
・

(7)
切
〈
骨
岡
崎
。
開
ピ

-
Z凶(コム)・

(
8
)
切
〈
由
民
。
開

2
・
E
凶(コム)・

(
9
)
回〈
O
R
O開斗一
Y

己
申
(
一
コ
品
。
一
回
〈
由
民
。
開
吋
山
Y
N
M
凶
(NAHA#)
・

(
叩
)
回
〈
伺
『
向
。
開

34
町
一
事
案
の
詳
細
等
を
含
め
、
既
に
邦
誇
で
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
谷
良
雄
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
と
西

ド
イ
ツ
連
邦
基
本
法
と
の
関
係
1

1
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
の
判
決
を
中
心
に

|
l」
商
討
二
六
巻
一
号
(
一

九
七
五
年
)
六
九
頁
以
下
、
田
村
悦
一
『

E
C
行
政
法
の
展
開
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
七
年
)
五
四
頁
以
下
、
奥
山
重
喜
子
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

へ
の
主
権
委
譲
と
そ
の
法
的
限
界
」
中
大
院
二
五
号
(
一
九
九
六
年
)
五
頁
、
土
屋
和
恵
「
憲
法
と
欧
州
共
同
体
法
ー
ー
そ
の
国
内
法
上
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て

!
l」
山
形
二
七
巻
二
号
(
一
九
九
七
年
)
一
三
五
頁
以
下
等
。
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説論

(
日
)
本
稿
第
一
章
第
一
節
第
三
款
ニ

ω(北
法
五
一
巻
一
号
(
二
0
0
0
年
)

(
臼
)
回
〈
叩
R
O開凶、ア
N
斗戸

(
5
3・

(
日
)
切
〈
由
民
。
開
い
W
J

アい山、コ
(
M
吋∞)・

(
U
)
回
〈
由
民
。
開

3
・N
吋戸
(
N
司
ご
・
な
お
、
国
法
秩
序
に
お
け
る
「
外
来
的
法
源
」
と
し
て
E
C
法
を
と
ら
え
る
本
稿
の
観
点
か
ら
は
、
欧
州
裁
判
所

の
判
例
に
従
っ
て
「
E
C
法
は
、
国
内
法
秩
序
の
構
成
部
分
で
も
国
際
法
で
も
な
く
、
自
立
的
な
法
源
か
ら
流
れ
出
て
い
る
独
自
の
法
秩
序
を

形
成
し
て
い
る
」
と
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

E
C
法
を
「
国
家
の
支
配
領
域
内
部
に
お
け
る
他
の
源
泉
か
ら
の
法
」
と
見
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
日
)
切
〈
司
色
。
開
国
、
戸
一
M

、ご
(
M
∞
。
ご
'

(は山)回〈叩同時。開凶吋・一
N
J
己
(
M
∞-)・

(
口
)
邸
〈
町
民
。
開
凶
、
ア
N
J
ご
(
N
∞】円)・

(

叩

叩

)

回

〈

m
R
O開

3
・N
J

ニ
(
M

∞M
)
・

(
ゆ
)
切
〈
白
息
。
肘
当
噂
一
N

斗戸
(
M
∞凶)・

(
初
)
回
〈
O
R
O岡山凶、ァ日刊誌(刊。
A
W
)

・

(
幻
)
』
Q
b
s
h
Rヨ・
0
白
目
的
冨
白
書
m
n
Z
色。同国ロロ品目白『四宮
Z
F
D
O
E
R
E
S
P
ω
仏

-FN・〉
C
2
(
y
h
E
n
z
p
n
-
Z・回刊
n
F
S
ま
)
ω
-
U
凶∞・

(
辺
)
旬
。
え
も
切
な
3
3
0
2
z
n
z目。
E
邑
B
n
z
5
5
ι
。四
B
O
E
R
E
B
w
m吋一白
n
F
F
Z』
者
宅
J

示場

MO主
(MOS)・

(
お
)
』
泣
き
句
、
(
〉
ロ
B
M
M
)
-
M
o
a
-
な
お
、
阿
山
町
宮
ミ
』
門
『
内
戸
∞
mwE邑
昨
而
開
。
S
E
E
n官民
Z
B
n
z
z
E
且刊巴門的
nv開。
g
E
B
n
z
g
-
Nロ
呂
田
刊
明
n
E
Z白
色
刊
回
切
ぐ
伺
見
。

5
5
N唱
-
F
E
右
手
・
∞
E
Zロ加口同
}
5
2
5
a
m同盟
n
z
a
g
a
g
z
z
g
〈
町
民
向
田
包
括
師
同
町
nF広場
N
聞
か
知
〈
出
会
ヨ
3
・
2
(
$
)
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一

項
の
解
釈
に
つ
い
て
、
本
決
定
の
多
数
意
見
と
少
数
意
見
と
は
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
と
す
る
。

(M)
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
庄
司
克
宏
「
E
C
人
権
共
同
宣
言
の
成
立
過
程
と
そ
の
意
義
」
法
研
六
二
巻
九
号
(
一
九
八
九
年
)
八
七
頁

以
下
参
照
。

(
お
)
切
〈
伺
氏
。
肘
U
M
-
-
∞
吋
事
案
の
詳
細
等
を
含
め
、
田
村
・
前
掲
論
文
(
註
叩
)
五
五
l
五
八
頁
参
照
。

(
却
)
切
〈
O
R
O凹
U
N
-
-
∞吋

(
M
E
ご・

(
幻
)
回
〈
町
民
。
岡
山
凶
一
N
-
Z吋
(NOMご・

一
O
八
頁
)
参
照
。
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ロ
ヨ
(
門
的
【
・
的
)
門
的
犯
科

(g'5) Christian Tomuschat， BVerfG contra EuGH -Friedensschlus in Sicht， NJW 1980， 2611 (26日，2613f.).Vgl. St巴m(Anm.21) S.539. 

(a) Rudolf Streinz， Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europ泌氏hesGemeinschaftsrecht: Die Uberprufung grund-

rechtsbeschrankender deutscher Begrundungs-und Vollzugsakte von Europaischem Gemeinschaftsrecht durch das Bundesver-

fassungsgericht (Baden-Baden， Nomos， 1989) S.37 

(包)Case 44n9， Hauer v. Land Rheinland-pfalz， (19791 ECR 3727. 時株Q紘寝給制佃-Q'ffit. 寝探縄判(柑;:;)同〈一回長\ITII<$æ1~。

(C;;;) Streinz (Anm.29) 8.38. 

(~) BVerfGE 58，1. 

(沼)所側g(Anm.2) S.38. 

(芯)Eurocontrol G選勝 !..!0 エ ν~' Ludwig Weber， European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol)， 6 

Encyclopedia of Public Intemational Law at 191-194 (North-Holland， 1983)仰総陸。

(自)少JG .l[I~~' ~~よ ty-rくよ子主J ..L-~:!(;;霧器!..!-Wエ ν' 長話回れJ足時 1) 刈-'J;:ポ令。。

(忠)BVerfGE 58， 1 (28). 

(お)BVerfGE 58， 1 (30). 

(お)BVerfGE 58， 1 (40). 

(公)BVerfGE 58， 1 (40). {::t;'ヰ， 1) G穿IIるさ'渥"V l~<l 社 11 m:: 1 0 rn G Eurocon甘olII表明 (BVerfGE59， 63 [901) !..!-Wエ

い習を胎l(\Jヰ二いエ~。

(宕)BVerfG NJW 1983， 1258. 

(ヨ)BVerfG NJW 1983， 1258 (1259). 

(司)BVerfG NJW 1983， 1258 (1259). 

(号)BVerfGE 73， 339 (366fO 

(~) BVerfGE 73，339 (374f.). 

(甲)BVerfGE 73，339 (375f.). 

(写)BVerfGE 73，339 (376). 

(
的
)
立
川
時
必
規
制
隅
A

こ
-aリ
-
M
町
品
品
川
羽
田



2
2
(
N旧
日
・
的
)
日
目
制
将
司
廿

(与)BVerfGE 73，339 (376f.). 

(~) BVerfGE 73，339 (378). 

(牢)BVerfGE 73， 339 (383f.). 

(呂)BVerfGE 73，339 (384). 

(日)BVerfGE 73， 339 (387). 

(包)BVerfGE 73，339 (375f.). 

(巴)BVerfGE 73， 339 (375f.). Vgl. Helmut Steinberger， Aspekte der Rechtspr巴chungdes Bundesverfassungsgeichts zum Verl泌Itnis

zwischen Europ泌氏hemGemeinschaftsrecht und deutschem Recht， in: K.Hailbronner/G.Ressrr.Stein(Hg.)， 5taat und Volkerrechts-

ordnung， Festschrift fur Karl Do巴加ng(BerlinIHeidelberglNew YorkJLondonIParisrrokyolHong Kong， 5pringer， 1989) S.951 (960王).

(苫)BVerfGE 37， 271 (280)‘ 

(巴)BVeばDE73， 339 (376). 

(~) BVerfGE 73， 339 (378ff.， 380ff.). 

(包)BVerfGE 73， 339 (384). 

(巴)Albrecht Randelzhojセr，Art.24 Abs.I (Dezember 1992)， in: T.MaunzlG.Durig江主.Herzog/R.Scholz，Grundgesetz. Kommentar， 

2.Erganzungslieferung zur 7.Autl (Munchen， C.H.Beck， 5tand: 1994) Rn.156ff 

(告)Pfrang (Anm.2) 5.42. 

(g) Streinz (Anm.29) 5.234. 

(呂)Streinz (Anm.29) S.235. 

( ~) Eckart Kle肌 DerVerfassungsstaat als Glied einer europ泌氏henGemeinschaft， VVD5tRL 50 (1991)， 56 (80). 

(包)Vgl. Klein (Anm.62)， 82. 画部認怯Q部謹縫娘ユ勾さとr-Q:t丈傑:&;'巡緊G':!i雪組G'~l!l型心:tま4栄主言制廃工L0 エ\-'G' 5削国榊桝G' ~lli盟

さ主， W~ !.L!@:: 1 G' ~lli盟 FJ124ポエ。~ぺ~' 苦手 ~liffi G'備員誕邸起穏!.L~ニ ν、:;/ l'!i特~G'~~封蝋昔前桝 Lよさ漂Jitl:&;，{若田犬選主~i宇Wt--r-Q

IJ 心~取組￥1J~二時。

(忍)BVerfGE 75，223 (244). 
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国法体系における憲法と条約(3) 

(
臼
)
な
お
、
こ
の
判
一
不
は
、
後
に
一
九
九
二
年
一
月
二
八
日
の
決
定
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
E
C法
に
は
、
国
内
法
律
に
対

す
る
矛
盾
の
事
例
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
に
お
い
て
も
ま
た
、
適
用
上
の
優
位
が
帰
属
す
る
。
前
法
た
る
国
内
法
律
お
よ
び
後
法
た
る
囲

内
法
律
に
対
す
る
こ
の
適
用
上
の
優
位
は
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
の
結
び
つ
き
に
お
け
る

E
C条
約
に
つ
い
て
の
同
意
法
律
に
よ
っ
て

国
内
的
な
法
適
用
命
令
が
与
え
ら
れ
た
、
一
次
的
E
C法
の
不
文
の
規
範
に
依
拠
す
る
(
参
照
、
回
〈
目
見
。
岡
山
司
い
出
[
立
与
問
]
)
。
」
(
切
〈
開
門
『
。
開

ge

s-Qま
)
)
、
「
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
お
よ
び
官
庁
の
行
為
に
つ
い
て
の
根
拠
と
し
て
要
求
さ
れ
る
二
次
的
E
C法
の
適
用
可
能
性
に
関
し
て
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
現
在
の
諸
状
況
の
下
で
そ
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
(
切
〈
刊
は
。
伺
斗
凶
・
凶

S
3
S
]
)
0」
(
切
〈
由
民
。
開
∞
凶
e
-
E
(
N
C
S
)
。

(
伺
)
テ
レ
ビ
指
令
お
よ
び
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
秀
美
「
統
合
E
C
と
連
邦
国
家
ド
イ
ツ
の
憲
法
的
危
機
|
|
放
送
権
限
の
所
在
を
め
ぐ

る
l
l」
日
本
E
C学
会
年
報
一
四
号
(
一
九
九
四
年
)
九
九
頁
以
下
、
お
よ
び
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
文
献
を
参
照
。

(mw)

切
〈
伺
同
時
。
開
∞
0
・斗
A
H

(
伺
)
回
〈

mac-w
∞。・
J
V
A

宇宙。)・

(
印
)
号
室
岡
(
〉
ロ
ヨ
ム
∞
酌
)
∞
-
a
u
P
R
H
g
b』
N-
開
E
g司乱岡田町
FO目
。
S
3
5
昼
間
m
n
Z
E
E
S
S
E
-喜
四
円
〈
a
g
z口開閉
B
E
E
S
-
広一

囲内・出・明ユ
gqme∞
nzo}N-
開
E『。
同

v
p
H
m
n
Z
E
E
O
B
E加四回伺円
N一一∞刊
g
n
z
g
m
g
gロ呂田門
R
E
-
-
E
E
F円自己
B
n
z
E
n
z
g
司
S
Z
O
B
g
σ
g
m
n町田町内
E
S
E
E

C
S
8
R
E
=岡
田
伺
WZロ
s
e
g
o
o
s
m富田
nz即時四国
B
n
F
Z
(国
2
-
s
w
U
Zロ
n
r
q
h
r
z
z
B
2
2
4
3ヌ
)
)
∞
出
(
凶
∞
)
一

C町、
raミ
ミ
同
亘
書

S
崎
町
〉
国
自
己
g
g口問山

〈
注
目
日
明
g
m
M
8
n
F
5
5
5
N
E
開。，
m
g
a
pロ
E
n
Z
E戸
0
0〈

S
S
-
宝
か
(
霊
∞
)
・

(
叩
)
切
〈
四
円
問
。
開
z
o
m
N
3∞タ凶一
3
・

(η)
山
根
裕
子
『
ケ
l
ス
ブ
ッ
ク

E
C法
!
l
B
欧
州
連
合
の
法
知
識
1

1
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
六
年
)
一
四
O
頁。

(η)
奥
山
・
前
掲
論
文
(
註
刊
)
入
頁
。

(
刀
)
切
〈
伺
司
向
。
間
z
o
m
N
G∞P
M
凶申(凶品(})

(
向
)
こ
の
判
示
は
、
一
九
九
二
年
七
月
九
日
の
決
定
に
お
い
て
、
補
足
さ
れ
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
指
令
が

E
C法
の
基
本
権
水
準
を

侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
欧
州
裁
判
所
は
、
直
接
的
に

E
C
条
約
第
一
七
三
条
第
二
項
に
よ
っ
て
、
ま
た
は

E
C
条
約
第
一
七

七
条
に
よ
る
手
続
の
方
法
に
お
い
て
、
権
利
保
護
を
与
え
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
仮
の
権
利
保
護
も
ま
た
与
え
ら
れ
う
る

(
E
C条
約
第
一

八
五
条
、
第
一
八
六
条
)
。
基
本
法
に
よ
っ
て
不
可
欠
と
し
て
要
求
さ
れ
た
基
本
権
水
準
が
こ
の
方
法
で
は
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
申
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
回
〈
刊
円

8
0。〈
S
S・
-o-O(55))0
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C
N
D
【
(
申
旧
同
・
的
)
【
旧
制
ミ
一
山

(巳)Vgl. Torsten Stein， Umgekehrt! Bemerkungen zum "Solange II“-Beschlus des Bundesverfassungsgerichts， in: W.FurstIR. 

HerzogJD.C.Umbach (Hg.)， Festschri氏furWolfgang Zeidler， Bd.I1 (BerlinINew York， Walter de Gruyter， 1987) S.1711 (1721任);

Meinhard Hilf， Solange II: Wie lange noch Solange? Der Beschlus des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Oktober 1986， EuGRZ 1987， 

1 (5); Wemer von Simson I Jurgen Schwarze， Europaische Integration und Grundgesetz: Maastricht und die Folgen fur das deutsche 

Verfassungsrecht (Berlin， Wa1ter de Gruyter， 1992) S.31. 

(記)Klein (Anm.62) ， 81. 

(仁)Vgl. Randelzhofer (Anm.58) Art.24 Abs.I， Rn.159. 

(~) Streinz (Anm.29) S.299ff.; Scholz (Anm.69) S泊 ff.，100f.; Peter M. Huber， Bundesverfassungsgericht und Europaischer Gerichtshof 

als Huter der Gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzordnung， A凸R 116 (1991)， 210 (242ff.); Paul Kirchhof， Nach vierzig Jahren: 

Gegenwartsfragen飢 dasGrundgesetz， JZ 1989，453 (454); Randelzhofer (Anm.58) Art.24 Abs.I， Rn.161; Pfrang (Anm.2) S.45 

(g;) Huber (Anm.78)， 242f.; Randelzhφr (Anm.58) Art.24 Abs.I， Rn.158， 161 

(富)Pfrang (Anm.2) 8.43ff. 

(記)ヤ持， Solange 皿事選u嶋崎姥!緑縦士!:í~返事手伝 ~1吋惑~~広告豊ゼヤ接栓ドト(l1ll史盛(窓'!'(~' Rupert Scholz， Wie lange bis Solange 

III?， NJW 1990， 941ff.) ~' <v Cム4小ぷE武E生命]謡喜平_YSolange II長恨U-4r(d刑事ま制民税総軍医C機眠、みJ.，t<;1 ν D!:!.0r(ð~.p.，嶋田R

E芸 (互室付包，Christian Tomuschat， Aller guten Dinge sind II¥? Zur Diskussion um die Solange-Rechtsprechung des BVerfG， EuR 

1990， 340ff; Ulrich Everling， Brauchen wir "Solange III“? -Zu den Forderungen nach Revision der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts， EuR 1990， 195ff.) ~ ~1定判.，þ~ο~O

(~) *専務~削Eli ム.r(ð嬰令心...)\J'三1復制枠「醤芝剤.qaC稲盛U思，.，.，r(ð~長~C .qa縦割--Ì'"" -rく ιテムJι寺昭一一J !ムヤ

れ縦士活喜字選:S:I?駅4同!建『ニムヤ"C制限:見客室j(l!!)!!ヨギ・ !判長代社) 11111 同~~\ι' 回国語性以 Iln ーロ h 。く剤.Qa~4富裕l」 E丞令

子。延長~C.Qロ縦割一-Ì'"" -rくよ子ム)ム案~一一」ニムヤト縦士廷喜字選;;:1?{~4~!還『ニムヤト C瞬時事盟国土話事志j (~ヨギ・ 1.民兵長崎)

1111111 \収益\-'-'度目巡iì1t 1弘、~~\矧綜蝋士道4返事宇1韮 C Ì'"" -rくム;::"~ム喜平支」同三罫=謎キk誕iK r∞~CおS橋E登.i (盟国選~ì緑樹
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国法体系における憲法と条約 (3) 

に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
評
釈
」
法
研
七
O
巻
五
号
(
一
九
九
七
年
)
一

O
七
頁
以
下
、
ペ

1
タ
!
・
レ
ル
ヒ
エ
(
鈴
木
秀
美

訳
)
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
最
近
の
基
本
判
決
に
お
け
る
主
要
傾
向

l
l
と
り
わ
け
議
会
の
地
位
に
関
し
て
」
自
研
七
一
巻
三
号
(
一
九
九
五
年
)

一
一
一
頁
以
下
、
山
口
和
人
「
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
合
憲
判
決
」
ジ
ユ
リ
一

O
三
九
号
(
一
九
九
三
年
)
九
四
頁
以
下
等
。

(
回
)
回
〈
由
民
。
開
∞
市
Y

目出(コえ・)・

(
制
)
回
〈
刊
『
百
開
哲
・

5
凶
(
コ
ヨ
・

(
出
)
切
〈
伺
ユ

ο開∞
Aw--
凶凶(日∞
N
)
・

(
叫
山
)
回
〈
刊
『
時
。
開
∞
市
Y
Z凶(】∞品)目

(
訂
)
回
〈
白
色
。
伺
∞
唱
暗
号
凶
(
】
∞
品
)
・

(
∞
∞
)
切
〈
由
主
C
m
∞巾
y
z
u
(
-
∞臥)・

(
m
仰
)
回
〈
刊
以
。
開
∞
市
Y
H
出
会
当
)

(
卯
)
回
〈
伺
円
向
。
閉
山
∞
市
Y
H
U
凶
(
3
0円)・

(
引
)
∞
〈
四
円
略
。
-w
∞明
Y

戸凶山山(お})・

(
但
)
「
E
C
と
構
成
因
と
の
問
の
権
限
配
分
、
お
よ
び
そ
の
厳
格
な
尊
重
は
、
従
来
む
し
ろ
疎
か
に
さ
れ
て
い
た
テ
l
マ
で
あ
っ
た
」
(
』
♀

s

(
〉
ロ
ヨ

-S)・
ま
)
と
の
指
摘
も
あ
る
。

(
m
m
)

切
〈
刊
以
。
開
∞
市
Y
H
a
(
】∞∞)・

(
倒
)
た
だ
し
、
本
稿
の
関
心
か
ら
は
や
や
遠
ざ
か
る
論
点
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
割
愛
す
る
。
な
お
、

E
C
法
に
関
す
る
事
案
に

お
い
て
何
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
対
象
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
議
論
が
あ
る
。
外
来
的
法
源
の
違
憲
審

査
の
問
題
と
し
て
は
重
要
で
あ
り
う
る
が
、
本
稿
の
直
接
の
関
心
か
ら
は
離
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
条
約
の
受
容
や
違
憲
審
査
に
つ
い
て
の
彼

我
の
制
度
の
相
違
が
看
過
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
言
及
し
な
い
。

(
何
)
回
〈
白
色
。
開
∞
市
y
z
u
(
N
O
S
・

(
部
)
回
〈
刊
『
略
。
開
∞
P
Z凶
(
N
O
S
-

(
肝
)
∞
〈

oao開∞
A
Y
Z凶
(
N
5
)
e

(
拘
)
欧
州
連
合
条
約
締
結
に
備
え
て
新
設
さ
れ
た
基
本
法
第
二
三
条
の
規
定
内
容
と
も
相
侯
っ
て
、
構
成
国
の
議
会
に
よ
る
欧
州
連
合
の
統
制
の
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論 説
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法問 25 に 割題には稿
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国法体系における憲法と条約 (3) 

で
あ
っ
た
。
「
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
高
権
移
譲
は
、
実
質
的
に
も
ま
た
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
と
両
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
高
権
移
譲
は
、
基
本
法
の
文
言
の
先
行
す
る
変
更
も
必
要
で
は
な
く
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
の
限
界
に
も
違
反
し
て
い
な

い
」
(
回
〈
目
見
。
伺
念
y
-
3
a
)
)
。

(山

)htas川
町
内
止
宅
応
可

N
p
o
g
∞
S町
民
間
門
一

mnzg開
Z
8宮・』
N
右

3
・u
∞U
(
凶∞∞)・

(
旧
)
こ
の
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
尊
重
は
、
現
在
の
発
展
段
階
に
お
け
る
欧
州
連
合
の
特
徴
的
な
基
本
原
理
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
現
段
階
の
欧
州
連
合
に
は
、
構
成
国
の
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
部
分
が
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ミ
ミ
ヨ
言
ミ
思
決

E
S同法的
n
F
O
E
-
o
E
E
E
E巴。
E
W
E
S巴
長
己
句
至
宝

-a民
農
O
p
s
-
〉

m
g
s
a
N
Z
o
p『淘
-rFo-N
己・ヨ
-
Z
E
m
)
e

。mE

&
n
F
S
U沼
町
ユ
コ
『
U同・開
σ
R
Z
R
S
O
B
E
R
(室
E
n
z
m
p
n
-
Z
-回目
n
F
3
3
)
∞

-u斗(広泊四・)・

(
川
)
∞
〈

nao開∞市
Y
G凶(コ品目)・

(
山
)
な
お
、
基
本
法
第
二
四
条
第
一
項
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
限
界
を
判
断
す
る
基
本
的
枠
組
に
つ
い
て
は
、
同
〈
伺
司
自
開
凶
斗
・
5
H
(
M
斗
由
同
)
の
定
式

に
、
回
〈
由
民
。

ZHd〈
3
S
-
-
N
U∞
(
回
目
。
)
お
よ
ぴ
回
〈
伺
『
『
。
開

3
・
凶
這

3
3同
)
も
追
随
し
て
い
る
。

(山
)

F

同町ミ
S
N
(〉
口
同
国

-NS
∞-
M
以
-

(
問
)
〈
加

]-W〈
刊
吋

B
Z
H
t
ξ
3∞〆凶
C

ゴ・

(凶

)
M
W
Z
S
N
(〉
ロ
ヨ
-
N
S
ω
N凶凶・

(
山
)
切
〈
伺
乱
。
開
斗
山
Y

N

凶凶
(
N
K
R
N
)
一切〈

mao開∞
p
-
u
u
(
コ品)・

(
印
)
』
忍
ヨ
司
(
〉
ロ
5
・M
3
・M
O
合同・

(
問
)
内
な
宮
(
〉
ロ

E
-
N
3・也、司時・

*
本
稿
は
、
平
成
七
年
度
i
九
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)

土
(
法
学
)
学
位
論
文
(
一
九
九
八
年
三
月
二
五
日
学
位
授
与
)
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

に
よ
る
研
究
成
果
に
基
づ
く
、

北
海
道
大
学
審
査
博
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